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1. 開催概要 

1.1 目的 

本パネルディスカッションは、「国民のニーズを反映した道路行政マネジメント」の実施にあたり、

その実効性を高める国民と協働したマネジメントの取り組み方策について学識経験者、民間、行政に

よるパネルディスカッション「住民参加の道づくり、道づかい」を開催し、広く住民の方々と行って

きた取り組み事例を基に、パネラーと一緒に会場の様々な立場の方々から意見を頂き議論を深めるこ

とを目的として行いました。

 
 

1.2 開催概要 

（1）開催日時  
平成18年6月9日（金）14:00～16:30 

（2）場  所  
ハーネル仙台 3階「蔵王BC」 

（3）主  催  
国土交通省 東北地方整備局 

（社）土木学会 社会基盤の政策 

マネジメント研究小委員会 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 

福島県、仙台市 

（4）討論者 
・コーディネーター 

岩手県立大学総合政策学部教授  

元田 良孝 

・パネリスト 
東北工業大学建設システム工学科助教授 

青木 俊明 

北国の暮らし研究会雪みち観察委員会副委員長 

高樋 忍 

岩手NPOセンター理事長、奥州街道会議理事長 

高井 昭平 

宮城県気仙沼土木事務所技術次長 

伊藤 一彦 

東北地方整備局道路部道路計画第一課長 

松本 健 

 

 

 

 

 
 
 
（5）プログラム 

14:00 開会 

14:00 挨拶  

（社）土木学会  

 社会基盤の政策マネジメント研究小委員会 

委員長  塚田 幸広 

14:05 パネルディスカッション（事例報告） 

①「道路維持管理の歴史 

～昔は住民により行われていた～」 

元田 良孝 

②「公共事業における 

コミュニケーションの進め方」 

青木 俊明 

③「雪みち観察委員会による 

雪の無い歩道のすすめ」 

高樋 忍 

④「住民参加による 

奥州街道を生かした地域活性化」 

高井 昭平 

⑤「住民参加による津波防災計画」 

伊藤 一彦 

⑥「東北地方整備局の 

道路行政マネジメントの取り組み」 

松本 健 

15:20 休憩 

15:30 パネルディスカッション（意見交換） 

16:30 閉会 
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2. パネルディスカッション参加者 

本パネルディスカッションには、128 名にご参加いただきました。参加者の内訳は以下のとおりで

す。国土交通省職員がおよそ 6 割となっています。 

東北のみちづくり勉強会　出席者

大学, 8人,6.3%

民間企業,
 25人,19.5%

県・市町村,
16人,12.5%

財団法人,
 6人,4.7% 他地整,

 12人,9.4%

事務所,
 39人,30.5%

東北地整,
 22人,17.2%

東北地整

事務所

他地整

財団法人

県・市町村

民間企業

大学  

図－パネルディスカッション参加者内訳 

 

 

 
 

 

写真－パネルディスカッションの様子 
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3. 事例報告の概要 

 
①「道路維持管理の歴史 

～昔は住民により行われていた～」 
 

岩手県立大学総合政策学部教授 

元田 良孝 
 
 
 

 

・江戸時代：集落ごとの生産高に応じて「掃除丁場」

と呼ばれる清掃担当区域があたえられ、周辺村の住

民によって清掃や並木の管理が行われていた。 
・明治時代：馬車・自動車の普及で道路損傷が激しく

なった。住民による管理は限界となり、道路看守人

が置かれた。 
・大正～昭和初期（旧道路法）：府県と市町村による管

理となる。住民の労力が提供される。 
・昭和中期～（新道路法）：ガソリン税により道路財源

が確保され、道路管理者が明確化された。住民によ

る道路管理が消滅する。 
・現在：道路の老朽化で維持管理費増大、財政難、公

共投資の縮減に加えて住民側も高齢者増加による社

会参加への意識が高まっている。 
・現在のボランティアサポートと江戸時代の管理は酷

似しており、住民参加は自然の流れではないかとい

える。 
・国からの押し付けだと住民の反発も起こってしまう

ので、注意しなくてはならない。 
 

②「公共事業におけるコミュニケーション進め方」 
 
 

東北工業大学 

建設システム工学科助教授 

青木 俊明 

・公共事業における合意形成とは「多くの人の意見を

とりまとめる作業」である。 
・その中で、大事なことはプロセスを公正に行うこと。 
・プロセスの公正さの判断基準は①透明性②発言討論

性③代表性④修正可能性⑤誠実性の5つであるが、 
・⑤が欠けてしまうと、どんなに①～④がよくても、 

 
・ 
 
合意形成は成立しない。 

・合意形成のための近道はなく、とにかく相手に対し

て誠実に振舞うことが大切である。 
 

③「雪みち観察委員会による雪の無い歩道のすすめ」 
 

北国の暮らし研究会雪みち観察 

委員会副委員長 

高樋 忍 
 

・雪みち観察隊は地元の女性たちで構成され、雪道を

実際に歩いて、自分たちの感じたことを率直に話し

合い、雪道の改善に努めているNPOである。 
・これまでに歩道の融雪、バス停への雪べらの設置（バ

ス停オアシス作戦）、アンケート調査等を行ってきた。 
・今年の2月には国道4号・7号の融雪歩道で、小春

通り祭を行った。評判はよく、青森市の冬まつりの

１つになりそうである。 
・今後も地道に活動を継続していくつもりである。ま

ず、自分たちが歩いていることを地域の人に見ても

らって、活動をわかってもらうことが大切である。 
 

④「住民参加による奥州街道を生かした地域活性化」 
 

岩手NPOセンター理事長、 

奥州街道会議理事長 

高井 昭平 
 

・奥州街道会議は奥州街道沿線の道を生かした地域づ

くりの支援と実践を行っている。 
・今年度は①街道の資源・活動団体の調査、②資源活

用ワークショップ・ウォーキングツアーによる整備

事業、③奥州街道交流フォーラムの開催、④HP の

作成、⑤情報誌の発行、⑥会員拡大、を行う予定で

ある。 
・これまでに、ワークショップを通じて地元の人と出

会い、ノウハウを提供してきた。 
・行政との協働でのポイントは①目的の共有（NPO
からの提案）、②対等な立場、③役割分担の明確化、

コーディネーター、パネリストの皆様から報告された事例の概要は以下のとおりです。 
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④NPOの自立、である。 
 

⑤「住民参加による津波防災計画」  
 
 
 
 

宮城県気仙沼土木事務所技術次長 

伊藤 一彦 
 

・気仙沼土木事務所管内では過去に、三陸地震津波、

チリ地震津波の被害にあっており、近く発生すると

予想されている宮城県沖地震でも津波の被害が想定

されている。 
・ハード対：河川防潮水門の補修・補強・改善を進め

ている。 
・ソフト対策：住民との懇談会・現地調査を行い、ワ

ークショップ形式で避難時の総合案内板、誘導サイ

ンを検討し設置を行った。 
サインの有効性を南三陸町の防災訓練時に検証する

とともに、アンケート結果を受けて一部の変更も実

施した。 
宮城県沖地震津波に備えるため、この取り組みを基

に「津波避難誘導標識等整備ガイドライン」を作成

した。 
・協働による効果：自主防災への自覚が生まれるとと

もに、懇談会参加メンバーから地域への防災意識が

広がった。今後も取り組みを継続的に行い、地域防

災力の向上への支援を強化していく。 
・ヒューマン対策：小学校へ「津波防災」の出前授業

を行い、幅広い年齢層への自主防災、意識高揚を図

っている。 
 

⑥「東北地方整備局の 

道路行政マネジメントの取り組み」 
  
東北地方整備局道路部 

道路計画一課長  

松本 健 

・国民の視点に立った成果志向の道路行政マネジメン

トに取り組んでいる。 
・NPO や市民団体をパートナーとし、施策立案から

実施・事後評価の各段階について、協働して実施し

ている。平成 17 年度は「一事務所、一協働」とい

うことで、重点的に取り組んだ。 
・NPO等との協働４事例の説明：「大曲花火渋滞対策」、

「交通事故削減対策」、「高速道路利用促進への取り

組み」、「雪道ボランティア活動」。 
・18年度の取り組みの課題：地域とのパイプ役の担当

者との連携により意見交換を活発にし、NPO との

関係の充実を図る。 
PDCA の各段階で、ユーザー・NPO といかに協働

するかについて、知見を集約・分析し、更なる協働

に反映させたい。そして１事務所複数の協働を目指

したい。 
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4. 意見交換の概要 
 
 
 
 
（会場A）：住民参加の活動を長く続けていくコツはあ

るのか。また、その活動の中で「コミュニティがよく

なっている」という手ごたえはあるのか。 
 

（高井）：活動を続けていくには、活動による地域の変

化をメンバーが享受できることが大切で、そういう手 
ごたえが得られるような、目標・長期ビジョンを作る 
必要がある。またある程度、目標が達成されたら、や 
めることも大切である。同じ目標で10年もやるので 
はなく、一つ達成したら、新しい目標を作ってやって

いくことが活動を続けていくコツである。 
 
（高樋）：自分が「なぜやっているのだろう」と考える

と、①新たな人との出会い、②自分のやっていること

が新たな事業のきっかけになる、③行政の政策の一助

となっていると思える、ということが要因になってい

るからだと思う。 
 

（会場B）：住民参加団体の意見は一部の意見ではない

のか。若者や女性など、幅広い人の意見を取り入れる

にはどうすればいいのか。 
 
（伊藤）：毎回懇談会が終わると、ニュースレターをつ

くり、懇談会参加メンバーから地域の人に渡してもら

った。懇談会でやっていることを、いかに地域の人に

知らせるかということが大切だと思う。 
 
（高井）：住民とのコミュニケーションの機会を多く作

ることが大切。 
 

（会場C）：アンケート調査で回答してくれない人（サ

イレントマジョリティ）はどのような意志を持ってい

ると考えればいいのか。また、なるべく多くの人の意

見を聞くにはどうすればいいのか。 
 
（青木）：アンケートをやると、極端な意見を持つ人は 
回答している。回答しない人の多くは、特に意見があ

るわけではなく、どちらでもいいと考えているのでは

ないだろうか。サイレントマジョリティの声を取れる 

 
 
 
 
 
方法はわからない。しかし、それはかなり絶望的な状 
況なのかというと、そんなに悲観する状況ではないと

思う。 
  

（会場 D）：津波が起こった場合には徒歩で避難する

のが基本だが、実際には車で避難した人がいたために

問題になったということもある。健常者と高齢者、障

害者で避難方法を分けた方が安全に避難できるのでは

ないか。 
 
（伊藤）：懇談会では、津波のメカニズムや恐ろしさ、

避難の方法といったことから勉強していただいた。実

際に、防災訓練では、お年寄りをリヤカーに乗せて高

校生が引っ張るという方法がとられており、地域住民

の避難に関しては大丈夫だと思う。しかし、来訪者に

どうやって車を使わずに高台まで避難させるかという

ことが問題になってくる。これは、避難勧告や避難指

示の際に、徒歩での避難を呼びかけるしかないと思う。 

事例報告に続いて、コーディネーター、パネリスト、会場の皆様と意見交換が行われました。意見交換の概要

は以下のとおりです。 
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5. アンケート集計結果 

今後の参考とするため、本パネルディスカッションにご参加いただいた皆様に下記アンケートを実

施しました。 
アンケート結果は次頁のとおりです。アンケート回答者数は 77 名（参加者 128 名のうちの 60％）

でした。 

東北の道づくり勉強会「住民参加の道づくり、道づかい」 アンケート 

 

 今後の参考にさせて頂きたく、以下のアンケートにご協力をお願いします。あてはまるものに〇をつけて頂
くか、記述欄にご記入下さい。 
 

 

Ｑ１－１.事例報告の内容はいかがでしたか。 

 大変有意義   まあまあ有意義   あまり有意義でない   有意義でない 

 

Ｑ１－２.事例報告の時間はいかがでしたか。 

 もっと聞きたい   適切   もっと短くていい 

 

 

Ｑ２－１.意見交換の内容はいかがでしたか。 

 大変有意義   まあまあ有意義   あまり有意義でない   有意義でない 

 

Ｑ２－２.意見交換の時間はいかがでしたか。 

 もっと聞きたい   適切   もっと短くていい 

 
Ｑ３．「住民のニーズを反映した道路行政マネジメント」を実践するために、特に重要だと思われることは 

何ですか。ご自由にお書きください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ５－１.職業 

 コンサルタント   大学・専門学校   地方公共団体   国の機関   その他（      ） 

 

Ｑ５－２.性別 

 男性         女性 

 

Ｑ５－３.年齢 

 10 代   20 代   30 代   40 代   50 代   60 代以上 

 

Ｑ５－４.現在のお住まい 

 青森県   秋田県   岩手県   山形県   宮城県   福島県   その他（      ） 

 

Ｑ４.本日のパネルディスカッションに関するご感想をご自由にお書き下さい。

Ｑ５.あなた自身のことについてお尋ねします。

Ｑ２.本日の意見交換（15：30～16：30）についてお尋ねします。

Ｑ１.本日のパネラーの事例報告（14：00～15：20）についてお尋ねします。

お書きになったアンケートは受付の回収箱に入れてください。 
ご協力ありがとうございました。 
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5.1 事例報告について（Q1） 

 
 

 
 

Ｑ１-１．事例報告の内容はいかがでしたか。

まあまあ有意義
50人：66%

大変有意義
26人：34%

有意義でない 0%

あまり有意義でな
い 0%

N=76            

Ｑ１-２．事例報告の時間はいかがでしたか。

適切
42人：55%

もっと聞きたい
30人：,39%

もっと短くていい
5人：6%

N=77

 

5.2 意見交換について（Q2） 

 
 

 
 

Ｑ２-１．意見交換の内容はいかがでしたか。

まあまあ有意義
54人： 79%

大変有意義
12人： 18%

有意義でない
0%

あまり有意義でな
い

2人： 3%

N=68          

Ｑ２-２．意見交換の時間はいかがでしたか。

適切
42人： 60%

もっと聞きたい
25人： 36%

もっと短くていい
3人： 4%

N=70

・ 事例報告では、全ての人が「大変有意義」、「まあまあ有意義」と回答しています。 

・ 時間については、39％の人が「もっと聞きたい」と回答している一方で、「もっと短くて良

い」と答えた人が 6％いました。 

・ 意見交換では、ほとんどの人が「大変有意義」、「まあまあ有意義」と回答しています。 

・ 時間については、36％の人が「もっと聞きたい」と回答している一方で、「もっと短くて良

い」と答えた人が 4％いました。 



 8

5.3 住民のニーズを反映した道路行政を実践するために重要なこと（Q3) 

 
 
 
 
 

キーワード 職業 年齢 重要と思われる事 

コミュニケーション 国の機関 40 代 継続的にコミュニケーションを行う事でようやく出て来る
情報がある。 

  国の機関 50 代 ディスカッションすること。コミュニケーションすること。

  国の機関 30 代 とにかく住民と行政がコミュニケーションすること。 

  国の機関 40 代 各プロセスにおける住民とのコミュニケーション。 

  国の機関 30 代 行政があまり前に出ず、地域との協働とコミュニケーショ
ン・ディスカッションを繰り返し、本当に必要な事を見つ
け、実現させることが求められていると感じる。 

  国の機関 40 代 コミュニケーション。 

  国の機関 40 代 情報公開、説明責任、真実、誠意、双方向コミュニケーシ
ョンが大事。 

  国の機関 40 代 住民と意見交換する機会を継続していく。 

  国の機関 20 代 道づくりといっても色々な手法で、地域住民と協働し合い、
よりよい地域づくりができる。 

  国の機関 40 代 住民等と行政の信頼関係。 

  国の機関 30 代 住民のみなさんと面と向かって話をすること。仲良くなる
こと。 
コミュニケーション以上のものが必要である。 

  国の機関 40 代 住民とのコミュニケーション。 

  国の機関 50 代 伊藤氏が言っていたが、行政相談会に出席される方は、行
政区の代表か年寄りだ、という意見があった。 
それだけ行政に対して若い人が出てこないということだと
思う。意見交換の中でも出たが、いかに参加させるかを考
えるべきだと思う。 

  国の機関 40 代 行政クレーマーの巻き込み。行政のスパイラルアップが可
能。 
行政理解者、目的達成で満足。 

  国の機関 40 代 住民の意見がどのように反映されているかの説明。 

  国の機関 40 代 透明性。 

  国の機関 40 代 運営にマネジメント手法を採用する事を、国民にも明確に
説明する必要があります。 

  国の機関 40 代 協働（一体制、方向性等）。 

  国の機関 20 代 メリット・デメリットを分別せず、全ての意見を同じウエ
イトで受け取り、効率的・公平に判断し推進すること。 

  国の機関 40 代 住民意識と行政感覚のマッチング。 

  地方公共団体 20 代 手続き・手法の明確化。 

  地方公共団体 20 代 子供からお年寄りまですべての年代の人と協働すること。

  地方公共団体 40 代 コミュニケーション。 

  地方公共団体 40 代 行政と住民の信頼関係を築くのが重要である。これは、人
と人との関係を深く、そして長くしていくことであろう。

  地方公共団体 30 代 仕掛けときっかけづくり。 

  コンサルタント 20 代 住民のニーズの把握。どの程度の住民からニーズがあるか。
情報の共有化。共通認識。 

・ 「コミュニケーション」が重要と認識している人が多く、特に行政はコミュニケーションの機

会を求めているのに対して、コンサルタントは手法を重視しています。 

・ 行政は「意識改革」や「人材育成」についても重要と感じています。 
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キーワード 職業 年齢 重要と思われる事 

コミュニケーション コンサルタント 40 代 「感情」から「勘定」へ！ 
手続きを公正に！透明性に優れる資料作成が必要だと感じ
た。 

  コンサルタント 30 代 住民の意見を聞くためには、アンケート調査が重要だと思
う。また、回収率を上げることも重要と思われる。 

  コンサルタント 30 代 行政と住民が対等な関係で付き合うこと。 
住民の関与を高めること（→これは不要かもしれません）。

  コンサルタント 30 代 総論賛成、各論反対などの住民への理解・合意を行なうこ
とが不可欠であるが、それが困難であることが多い。 

  コンサルタント 40 代 コミュニケーションの進め方。 

  コンサルタント 30 代 住民とのコミュニケーション。いかに民意を反映するか。

  コンサルタント 40 代 行政、自治体、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等、住民参
加型の地域づくり、道づくりは、最近次第にではあるが浸
透してきている点は評価できる。今後もこれらの活動が活
発になり、定年退職を向かえた高齢者や、2007 年に定年を
向かえる団魂の世代の参加により、より地域活動の盛り上
がりがピークに達すると思われる。しかし、その後のニー
トやフリーターの無関心世代を抱える将来でまた薄れてい
く可能性があることから、これらの世代もターゲットに据
えた活動も検討していく必要がある。 

  大学・専門学校 20 代 ワークショップ。 

  大学・専門学校 20 代 行政やＮＰＯが住民同士のコミュニケーションを促すこと
が重要だと思います。 
ある意味で、行政よりも地域を知っている住民が互いにコ
ミュニケーションを取り、論点を掘り下げていくことで、
住民の視点に立った道づくりができるのではないかと思い
ました。 

  未記入 40 代 成功事例の情報公開（道路ルート構想以外）。 

  未記入 未記
入 

行政が住民に望むこと、住民が行政に望むことを明確にし、
相互理解を深めること。 

意識改革 国の機関 30 代 行政一人一人の意識改革。 

  国の機関 40 代 やれない理由を考えず、部分的にもやれる方法を考える。

  国の機関 20 代 担当している本人も楽しみながら取り組む心が必要だと思
う。 
これから自分が地域づくりの中に入って取り組んでみたい
という気持ちになった。 
役所というと堅いイメージがあるので、なるべく柔軟な気
持ちで取り組みたい。 

  国の機関 50 代 行政側の信頼度。政官業の癒着から談合、無駄な公共事業
と血税を食い物にしたという一般国民の批判はまだ根深い
ものがあり、特に道路はバッシングの対象となっている。
これの回復が不可欠で、如何なる良案も信用なくしてはで
きないと思われる。ユーザー、一般国民の目線、論理で事
業を再考したらどうか。 

  国の機関 30 代 事業者サイドの意識はやはり重要だと思う。公共事業批判
の声が大きくなっている中、市民から「ほめられる」よう
な「場」としても住民参加は重要だと思う。ぜひがんばっ
てほしい。 

  国の機関 40 代 まずは住民の意識改革。やっぱり行政はこんなものかと思
われるような対応をなくす。 

 シンクタンク 30 代 行政側の姿勢、取り組み方など認識の差によって、住民参
加型事業の目的・結果が大きく異なると思う。 
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キーワード 職業 年齢 重要と思われる事 

人材育成 国の機関 30 代 課題を見つけ出すための住民とのコミュニケーション能
力。 

  国の機関 30 代 住民のニーズが何であるかを把握すること。また、それを
上手に説明できること。 
都市と地方では住民のニーズも違うので、どちらかを優先
した場合に上手に説明しないと。 
（都市圏の渋滞対策と地方の生命線道路） 
（都市圏の渋滞対策と地方の渋滞対策）並行して行える予
算があればいいが。 

  国の機関 40 代 行政側の各位が“マネジメント”をよく理解しなければな
りません。 

  国の機関 30 代 行政の押し付けではなく、真の住民のニーズを反映するに
は、住民のニーズを受け入れコーディネイト、または反映
が不可能なニーズは代替案をプランニングできるエキスパ
ートの人材育成が必要と考える。 
エキスパートの仕事を見ながら、職場としても取り組みの
対応が変わるはず（片手間で行なっている地域づくり担当
官では無理がある）。 

  地方公共団体 30 代 住民のニーズ＝地域の代表者ではないと思う。広い範囲の
意見をどこまで集約できるかが大切だと考える。 

体制づくり 国の機関 40 代 行政として続けてつながっている体制が必要。 

  国の機関 40 代 外部（住民）との交渉も大事ですが、職場内でのマネジメ
ントも重要です。 

  国の機関 40 代 行政ができない部分を民間企業・町内会等にお願いする。

  国の機関 40 代 パートナーシップ。なお、住民と行政等、両極の関係では
スムーズに動く事が難しく、専門家や企業、各種団体を含
めた体制づくりが基盤として必要だと思われます。 

  コンサルタント 40 代 参加できるレベルは様々あると思うので、そのレベルに合
わせて、適材（人）適所できるかだと思う。 

  コンサルタント 20 代 行政のサポート（モデル事業等）。 

  コンサルタント 50 代 産学官民の連携（大学など高等教育機関の役割）。 

  法人 50 代 すぐの結果だけ求める事なく、長く続けて価値が出てくる。

その他 国の機関 40 代 住民の自主性。 

  国の機関 50 代 住民のニーズに限らず、何でも話し合い、地域全体の道路
補修・保全。ボランティアで管理するように持っていくの
が大切だと思う。 

  国の機関 40 代 価値観の違いに対して、いかにマネジメントすべきか。 

  地方公共団体 20 代 道づくりをしていく時にアドバイザーとなってもらう有識
者には、行政側と意見をほぼ一致してもらう必要があると
思う（行政的な立場を理解してくれる人）。 

  コンサルタント 30 代 自分のやった事が良かったと思えるように、実感できるこ
とが重要。 
トップの目標設定。 

  コンサルタント 30 代 失敗事例もフィードバックして改善につなげる。 

  コンサルタント 30 代 日常生活に溶け込むようなマネジメントを心掛ける。 
マネジメントをとめない、持続させる方法を確立する。 
マネジメントの取り組みについての市民の認知度を上げる
工夫。 

  コンサルタント 30 代 ＮＰＯと行政、住民とが本当に連携しているのかというこ
とには疑問を感じる。 
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5.4 パネルディスカッションに関する感想（Q4） 
 
 
 

項目 職業 年齢 感想 

時間 国の機関 50 代 全般的に時間が少ない（発表者も時間内に発表されていない）。 

 国の機関 50 代 これだけの内容で２時間半（全体で）は、時間が少なすぎる。 

 国の機関 40 代 半日では全く足りない（時間的に）。 

 国の機関 50 代 時間不足です。 

国の機関 40 代 もう少し会場のやり取りの時間がほしかった。 

国の機関 40 代 時間配分。 

コンサルタント 30 代 もう少し時間があればと思いました。 
事例は広くＰＲした方が良いと思います。 
一人一人の意識改革が必要。 

 

コンサルタント 30 代 当初の時間配分に問題があったのでは。 

テーマ 地方公共団体 30 代 もう少しテーマを設けて議論するとよいと思います。 

  地方公共団体 40 代 もう少しテーマを絞った事例にした方が良い。「道づくり」という
よりは「意見の反映・コミュニケーション」が中心のディスカッシ
ョンでした。 

  地方公共団体 20 代 事例が“道づかい”に沿った内容が多く、“道づくり”に関する内
容についてもう少し聞きたかった。 
（道路改築事業等への住民参加） 

  建設 50 代 道という様々な利権が関係する政策決定に、どんな住民参加があり
得るのかなどもう少し的を絞った具体的な議論を期待していた。 

  法人 50 代 問題を選定して意見交換したほうが良好では。 

構成 国の機関 40 代 事前質問を入れても良かったのでは？ 

 国の機関 30 代 事例中心に議論した方が、観客にもわかりやすく、意見も出やすい
のではないかと感じた。 

  地方公共団体 40 代 事例報告の発表数はもっと少なくても良い。 

  地方公共団体 40 代 最後の質問はいらない。 

  地方公共団体 30 代 会場からの質問に対する回答より、コーディネーターから一つの内
容についてパネラーの考え方を聞くようなスタイルの方がまとま
りがあるのではないかと思う。 

 コンサルタント 20 代 特にない。もう少し工夫した点、問題・議題の解決等が聞きたい。

  コンサルタント 40 代 道路事業に対する内容を、より深くディスカッションしてほしかっ
た。 

その他 国の機関 40 代 今後もこういう情報を教えて頂ける場を設けてほしいです。 

 国の機関 40 代 もっと多くの関係者に参加してもらう方が良い。 
また、500 名程度の会場で実施しても良いのではと思う。 

 法人 50 代 内山節氏のＮＰＯの話を一回聞いた方が良好。 

  未記入 未記
入 

もっと内容をわかった、うまい人が良い。 

 

 
 

「時間」「テーマ」「構成」に関する要望が多くなっています。 
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5.5 回答者属性（Q5） 

Ｑ５-１．職業

その他
5人： 7%

国の機関
36人： 48%

地方公共団体
13人： 17%

大学・専門学校
4人： 5%

コンサルタント
17人： 23%

   

Ｑ５-２．性別

男性
69人： 93%

女性
5人： 7%

 
 

Ｑ５-３．年齢

10代 0%

60代以上 0%

20代
12人： 16%

30代
22人： 29%

50代
11人： 15%

40代
30人： 40%

   

Ｑ５-４．現在の住まい

青森県
3人： 4%

秋田県
1人： 1%

岩手県
6人： 8%

山形県
7人： 9%

宮城県
33人： 45%

福島県
 9人： 12%

その他
16人： 21%
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6. 議事録 

【挨  拶】  

（社）土木学会 社会基盤の政策

マネジメント研究小委員会 

委員長 塚田幸広 

 
雨の中ご苦労さまです。今日は多くの方々にお集

まりいただき、「住民参加の道づくり、道づかい」のパ

ネルディスカッションを行い、勉強会ですので、フリ

ーなディスカッションができればと思っています。 
今日は国レベルから東北地方整備局、それから青森

県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、それ

から仙台市ということで県レベル、それから自治体、

研究会のジョイントということでこういう勉強会を主

催しました。趣旨はパネルディスカッションをやりな

がら、皆さんに伝わっていけばと思っていますが、さ

まざまな行政サイドの変革、また、マネジメントとい

うことを展開する中で、地域における様々な工夫、気

づきがコアであって、それをいかにみんなで共有する

かということがひとつのポイントだと思います。そう

いった趣旨を踏まえながらひとつディスカッションな

り、なんらかのヒントを持っていただければと思って

います。 
パネルディスカッションでは元田先生始め、パネラ

ーの皆様方にそれぞれの試み、取り組みを紹介してい

ただき、ディスカッションができればと思っています。

最後にこういう場をセットしていただきました、東北

地方整備局の皆様方に感謝の意を表しまして私の開会

の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 
 
【事例報告】 

①「道路維持管理の歴史 

～昔は住民により行われていた～」 

 

岩手県立大学総合政策学部教授 

元田 良孝 

岩手県立大学の元田と申します。どうぞよろしくお

願いします。私は岩手県立大学の総合政策学部で交通

を教えています。専門は交通工学です。自己宣伝にな

りますが、最近「バス110番」を始めました。これは

市町村の方々にバスの計画調査についてアドバイスす

る窓口で、全国の大学からアドバイザーの方に来てい

ただくという体制をとっています。もしバスのことで

悩んでいる市町村がありましたら是非お知らせ下さい。 
今日は道づくり、道づかいの話を歴史的に見てみよ

うと思っています。こういうことは趣味みたいなもの

なので、大学じゃないとできないと思っています。こ

のベースになった研究は私のところにいた社会人の大

学院生福田さん（元国土交通省職員）によるものです。 

 
道路維持管理の歴史ということですが、道路や橋を

作ったという歴史についてはかなり報告されています

が、「どういう風に道路を管理してきたか」ということ

についてはほとんど研究がありません。記録に残って

ないので、発掘するのに苦労しました。現在は道路の

維持管理はすべて役所がやっているといってもいいと

思います。これは道路法の13条から17条に、道路管

理者が行うと規定されています。 

 
昔の道路維持管理について一つ記録があるのは、財
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団法人の国土技術センターがまとめた『東海道道路構

造解析調査報告書』という報告書で、東海道をどうい

う風に設計していったか、どういう風に維持してきた

のかということをかなり科学的に検証しています。こ

の中に少しですが維持管理のことが出てきます。当時

の大幹線、東海道の清掃と並木の管理というのは周辺

村の負担でした。今のようにトラックや自動車が走っ

て舗装面を傷めないので、除草や清掃が道路維持管理

の主体でした。この清掃の受け持ち場所を「掃除丁場」

といい、基本的には生産高に応じて距離を分担すると

いう、非常に合理的なことをやっていました。そして、

人の住んでいない所は領主が負担していました。「掃除

丁場」の長さには多少例外があり、江戸周辺というの

は均一ではありませんでした。 

 
このグラフの縦軸は村高（税金）を管理する延長で

割ったものです。これを見ると、東京に近くなるほど

手厚くなっているということがわかります。これは一

見不公平に見えますが、このグラフを見ると、東京に

近いほど多く奉仕をしているということもわかります。

ここから交通量の多いところは手厚くしているんだろ

うということが読み取れます。 

 
明治時代になっても「掃除丁場」というシステムは

残りました。そして幹線道路以外は住民が自主的な維

持管理をしていました。ところが、馬車や自動車の普

及で道路の損傷が激しくなり、住民による管理の限界

が出てきました。そこで政府は「道路看守人」を配置

しました。看守人は道路維持管理の技術的な指導をし

ていて、若干の法的な補助もあったようです。看守人

には、街道の受け持ちがあり、下に人夫が数人いまし

た。 

 
大正時代から昭和初期にかけての道路維持管理は、

大正８年にできた旧道路法に則り、各市町村、県がや

っていました。維持費の国庫補助はありませんでした。

維持管理については住民の労力提供で、そういう意味

で基本的には江戸時代からの慣習を引き継いだという

ことです。ところが車が増えてくると道路が激しく傷

められ、全国で道路保護組合ができました。これは、

市町村、お役所主導で作ったものですが、住民を巻き

込んで、道路を愛護していこうという道路を管理する

組合です。しかし、予算が足りない、特別な財源が無
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い、自動車がどんどん発展してきた、ということで道

路の荒廃を招きました。 

 
昭和 27 年に施行された新道路法で、道路管理者の

明確化、国道への道路維持管理費の補助、ガソリン税

による道路財源の確保ができました。そうやってお金

が確保でき、体制もできた。さらに住民の流動化とい

うことが起きました。農村部から都会への人口の移動

というのが起こったわけです。高度成長期になって都

会で人が欲しくなり、出稼ぎに行ったり、集団就職に

行ったりということで、それまではずっと一箇所に人

が住んでいたのが、そうではなくなった。人が流動す

ると地域コミュニティというものが崩壊し、地域に地

縁がなくなって、住民による道路維持管理の消滅が起

こりました。これが昭和30年代です。 

 
まとめると、江戸時代以前、それから明治維新から

旧道路法まで、旧道路法から新道路法まで、それから

新道路法以降、とこういうことになりますが、旧道路

法までは、住民が参加して道路維持をやっていたとい

う時代です。 

 
また、住民参加のニーズが上がってきたということ

ですが、住民側としては、高齢者の増加と社会参加、

働ける人達を社会に参加させる必要があるし、また高

齢者も何か役に立ちたいと思っています。それからニ

ーズの高度化、多様化というのがあります。道路管理

者側の都合としては、道路が老朽化で維持管理費が増

大してきたと。それから財政難、公共投資の縮減とい

うことがいえます。そして、住民のニーズの高度化、

多様化ということに苦しめられています。 

 
では、住民参加というのは今出てきたことかという

と、そうではないと思います。人間本来の指向である

と思います。ここからは私の持論ですが、人間には多

面性があります。まず利己的な自分です。競争に勝ち

抜いて優れた個体を残すために、本能として持ってい

る物質的なものです。こういう利己的な自分だけだと、

ばからしい、役所がやりゃいいじゃないか、という話

になりますが、同時に利他的な自分もあります。これ

は損得考えずに人を助ける、精神的、道徳的、宗教的

なことです。これを宗教的にいうと「愛」、「情けは人
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の為ならず」です。 

 
こういう人のつながりを科学した心理学者にユング

という人がいます。彼は集合的無意識ということを提

案しました。これは、2 人がいて、集合的無意識とい

うのがどこかに存在しているという考え方です。それ

ぞれの個体には潜在意識と顕在意識がありますが、潜

在意識と集合的無意識はつながっているということで

す。そして集合的無意識を通じて、この2人は一体と

なっている。物質としてはセパレートですが、心とし

てはつながっているというのがユングの集合的無意識

の概念です。ですから片方の人が思ったことはもう片

方の人も感じるということで、これをシンクロニシテ

ィといいます。例えば、誰かに会いたいと思ったら、

偶然その人に会ったということがありますが、それは

こういう構造だといったのがユングです。私たちはバ

ラバラでいるようでありながらつながっている、人に

尽くすということは自然の流れであるということがわ

かります。 

 

 

 
ボランティアサポートプログラムは最近できたもの

で、道路管理者からいろいろ委託されて、実施団体と

いう住民グループが清掃等を行うというシステムです。

江戸時代と比べてみると非常に似ていることがわかり

ます。実施団体、住民団体というのが江戸時代は住民

でした。実施対象は現在は歩道が多いですが、昔は道

路といっても人と馬が通るだけで、歩道と一緒です。

それから実施内容は清掃と植栽管理がボランティアサ

ポートプログラムで、江戸時代は掃除と並木管理でし

た。これも似ています。予算ですが、ボランティアサ

ポートプログラムは奉仕と公的補助、江戸時代は奉仕、

これは税金といってもいいでしょう。 
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まとめですが、今の住民参加という流れは、自然の

流れ、昔の歴史への回帰ではないかということが言い

たかったことです。 

 
今後の課題としては、制度化、実施内容の拡張（？）、

「？」とあるのは、技術的なことがいろいろと入って

くるので、検討が必要だということです。それから管

理瑕疵への対応、事故時の補償制度、公的負担の範囲

です。それから、受け皿を住民団体と一口に言ってい

ますが、これがあいまいで、NPO を積極的に作るの

はいいですが、責任体制の明確化が必要でしょう。た

だ、押し付けだと住民の反発もあります。「金がなくな

ったからあんた達勝手にやって」ということをストレ

ートに言うと、ものすごい反発をくいます。これは注

意しなくてはいけないところです。 

 
 
②「公共事業における 

コミュニケーションの進め方」  

東北工業大学 

建設システム工学科助教授 

青木 俊明 

東北工業大学の青木と申します。私は土木に関わる

ことを心理学の側面から分析しています。今日は合意

形成についてお話させていただきますが、こういう場

には何分不慣れでして、中々うまく話せないところも

多々あると思いますが、どうぞよろしくお願いします。 
公共事業におけるコミュニケーションの進め方とい

うことで、心理学的なことをお話します。 

 
まず、公共事業における合意形成の特徴や目標には

どんなことがあるかということです。公共事業の特徴

はなにかというと、多数の人がそれなりに満足してく

れるということが必要だということです。もちろん公

共性ということが存在するので、たくさんの利害関係

者が存在します。それから現在は住民の価値観が多様
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化しています。そしてそれぞれの方がほぼ平等に意見

を言う権利、権限を持っています。そうすると、公共

事業における合意形成がどういう作業かというと、価

値観の異なる多くの方の意見を取りまとめる作業だと

言えます。これは大変な作業で、容易ではありません。

この容易でない作業をする場合に、どういうところを

目標におけばいいのかということですが、通常の公共

事業の場合、それぞれの利害関係者に自発的に承諾し

てもらえる心理状態を目指すべきだと思います。 
私は「絶対的善」と書きましたが、これは、例えば

国策として絶対に欠かせないもの、地域の振興に不可

欠なものです。これについては、合意形成ということ

も言われますが、説得によって承諾を得ることも必要

だと思います。通常、公共事業ではプロジェクトの効

果が認められるうちに終わらせること、大幅な事業遅

延は避けるべきだと考えられます。しかし承諾を取る

のは難しい。そうすると、大規模な反対運動を起こさ

ない心理状況を目指せばいいと思います。「絶対これは

地域のために必要だ」と説得された時に「なかなか諸

手を挙げて賛成とは言えないがしょうがない」という

心理状態になれば公共事業の合意形成は少なくとも失

敗ではないと思います。 

 
合意形成は中々難しい作業で、数年前まではうまく

いかないという声を聞くことがしばしばありました。

それはなぜかというと、行政側の問題としては、情報

公開が限られている、対応が不親切である、特定の市

民にのみ対話の機会が与えられている、市民側の提案

が反映されて事業が修正されていない、保証金に納得

できない、というネガティブな要素が市民の否定的な

感情を促進して、否定的な態度を形成していると考え

られます。行政だけが問題かというと、市民側にも問

題があると思います。まず、自分達のためにならなけ

れば即反対とか利己意識が強すぎるというのが目につ

くことがあります。それから常に自分達は被害者だと

いう気持ちで、反対だと言っていると見受けられる場

合、最初から偏見ありきで話を聞くということも少な

からずあると思います。このように会話を始める時点

で否定的な態度が形成され、行政が否定的な感情を刺

激すると、非常に合意形成が難しい、場合によっては

コンフリクトに至ってしまうということになります。

これが今まで合意形成が難しいと言われてきた典型的

なパターンだと思います。 

 
市民の方がどんなイメージ、偏見を持っているかと

いうことを調べたところ、この真ん中の赤い線が評価

の中点です。この線を上回った評価というのは、公共

事業は必要か、不要かと、そう聞かれたら多くの人が

必要だと評価しています。それ以外の項目は概ね低い

評価になっていますが、その中でも特に低いのが、透

明性です。それから、硬直的だとか、ずさんだ、不正

なというイメージをお持ちの方が少なからずいます。

つまり、公共事業は必要だが、やり方が・・・と考え

ている人が多いようです。これが世間一般的な公共事

業に対するイメージです。 
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こういうイメージを持っていて、どうやって賛成、

反対という態度を形成していくのか、そのメカニズム

を少しご紹介します。前提として、否定的なイメージ

を持っている、まじめに考えた上で自分の態度を決め

る、とします。心理学ですと、まじめに考えないとい

う場合がありますが、我々が何回か調査を行ってきた

ところ、国内の公共事業に関して市民は真剣に考えて

いるということがわかったので、これを前提とします。 
これまでの問題というのは、先ほど言いましたよう

に、手続きの問題が多かったということです。まず、

情報公開がいまひとつだということになると、事業の

中身がよくわからない、だからそれには賛成しかねる、

という流れがあります。それとは別に、そもそもその

やり方がよくない、ということで手続きが不公正だか

ら反対だという流れもあります。それから、いい加減

なやり方でやるところは信頼できない、そして、信頼

できない人たちによるプロジェクトには反対だという

ことで、否定的態度がどうしても形成されやすくなっ

てしまう、と説明できます。 

 

これがもし、手続き（プロセス）を公正にやってあ

げる（例えば情報公開をする、親切な態度で対応して

あげる）と、ちゃんとやっているから信頼できそうだ、

賛成しようという流れがあります。それから、情報開

示をすると必要性の高い公共事業であれば、これは市

民のためになると理解してもらえるようになる。そし

て手続きをちゃんとやっていれば、この担当者は信頼

できる、ということで信頼感が生まれる。信頼感が生

まれれば、よくわからない公共事業でも、これだけ信

頼できる人がやっているのだから、大丈夫だろう、賛

成しようとなります。するとそれまでもっていた公共

事業に対する否定的なイメージというのはほとんど影

響力をもたないということがわかっています。この公

正な手続きをやるかやらないかということで結果が大

きく変わります。場合によっては否定的な態度から肯

定的な態度に変化するということもしばしばあります。 

 
ではここで言う手続きの公正さとは何かということ

ですが、まず公正さには「結果の公正さ」と「手続き

の公正さ」があります。ここで言っているのは「手続

き、プロセスの公正さ」です。では、プロセスの公正

さにはどんな判断基準があるのかというと、大体どん

な研究でも重複しているところを取り上げると、まず

透明性です。事業事情がちゃんと公開されているのか。

そして、発言討論性という発言や議論のしやすさが公

正だと判断する一つの基準だといわれています。それ

から代表制といって、利害関係者の方が公平な参加の

機会を与えられているという状態も公正だと見なされ

ます。それから、修正可能性といって、代替案に変更

できる可能性があるという状態。それから最後に、誠
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実性ということがあります。これは相手が他の基準を

満たしていても、対応、言葉遣い、服装、などが自分

を尊重してくれていないと感じると、手続きを公正だ

と判断してもらえなくなる、ということです。概ねこ

の5つくらいが、手続きの公正さの代表的要因だと上

げられています。 

 
では、本当に態度が否定的から肯定的に変化した例

があるのかというと、あります。ダムの例を紹介しま

す。これは胆沢ダムといって、岩手県の奥州市で建設

されているダムです。これの経緯を少しここに書いて

いますが、計画が開始されたのが 76 年で、地元説明

会を初めて開催したのが83年、2002年に地権者調印

をして、2003年から工事着手ということになっていま

す。この事業は、地権者に非常に負担の大きなダムだ

ったといわれています。それはなぜかというと、石淵

ダムという小さなダムがあって、地権者の方はもとも

とこの石淵ダムができるときに水没する地域に住んで

いて、移転された方です。その方が、胆沢ダムができ

るときに、さらに移転ということで、二度の移転を強

いられました。また、石淵ダム工事で移転する際に、

補償費が非常に低かった、地権者の方の中に発破工事

をしている時に、岩が飛んできて亡くなられた方がい

らっしゃるということで、ダムや行政に対する印象が

極めて悪かったということです。しかし、この胆沢地

域というのは水不足で非常に悩んでいたので、ダムを

造るメリットは大きいわけです。社会的なメリットは

非常に大きいですが、地権者の方にインタビューした

ところ、もう理屈ではなく行政には協力したくないと

いう感情でした。 

 
地権者にインタビュー調査とアンケート調査を行い

ました。地権者が79世帯で、38世帯から回答いただ

きました。まず、ダムの工事事務所に聞くと、とにか

く地権者の方々に誠心誠意尽くしたと言っていました。

本当かなと思いながらアンケート調査をやっていたら、

それを裏付けるような結果になっています。 

 
まず、情報開示はどうなっているかというと、6 段

階評価で、4.17という高い評価になっています。それ

から意見表明機会はどうなっているかというと、これ

も4.09 と結構高いです。また回答の適切さも4.18 で

高い評価になっている。自分たちを尊重してもらえま

したかということでも高い評価、進め方はちゃんとし

ていたかということでもよかったという評価をいただ

いている。これはダムの工事事務所の方が、ダムの事

業プロセスをかなり公正にやり、住民の方も公正にや

ってくれたと評価したという結果だと考えられます。

通常は、公共事業の手続きの評価が4点以上になるこ

とはめったに無く、これは非常に高い評価を得ている

ことになります。 
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プロセスをきちんとやってあげた結果どうなったか

というと、行政に対する信頼感をアンケート調査で「当

時を思い出して考えてください」と聞きました。する

と当初、3.77 というのが 4.34 まで跳ね上がっていま

す。もちろん統計的に有意な結果です。もう一つ、ダ

ムに対する賛同意識を聞いたところ、これは当初3.06
だったのが、現在では4.65 まで跳ね上がっています。

これは現在から過去を振り返ってもらって、答えてい

ただいてますので、当然この過去の値というのは現在

の心理状態に大幅に引っ張られています。このことを

考えると、計画当初の行政への信頼感、事業への賛同

意識というのはもっと低かったと考えられます。公正

な手続きをやった結果、これだけ上がったんだという

ことが分かると思います。ここで地権者の方々がおっ

しゃっていたのですが、行政が公正に行ってくれたお

かげで、最初は感情で判断していたのが、ちゃんと考

えて判断するようになった、そして結果的に全員が賛

成に回ったということです。 

 
最後に、合意形成をどうやればいいかということで

すが、誰もがYesといってくれるような魔法は存在す

るかというと、それはありません。ではどうしたらい

いかというと、これまでの研究でわかっているのは「と

にかくひたすら誠実に行う」ことです。これは初対面

の人と友情を育むのと同じで、とにかく誠実に振舞う

ことが実は急がば回れで、一番合意に至りやすい近道

です。 

 
 
③「雪みち観察委員会による 

雪の無い歩道のすすめ」 

北国の暮らし研究会雪みち観察 

委員会副委員長 

高樋 忍 

北国の暮らし研究会、雪みち観察委員会の高樋と申

します。本日はお招きいただきありがとうございます。

北国のくらし研究会、雪みち観察委員会でたぶん私が

一番若手と思って参りました。よろしくお願いします。 
それでは雪みち観察隊の活動報告を始めます。この

北国の暮らし研究会というのは、青森商工会議所の中

に昭和59年にできた団体です。昭和58年が非常に大

雪だったということで、59年に作られたと聞いていま

す。この団体は今年の3月にNPO化して、今月中に

報告会をすると聞いています。 
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その中に雪みち観察隊があります。これは平成 13

年度から国道４号・７号の中心市街地、概ね往復4km
の歩道を融雪するということから始まって、主に女性

の声を融雪に反映させようというものです。その他に、

国交省の方、県の道路の方、それから市の雪対策の方

というのが入っていて「おばさんの意見を反映してく

れそうな会」というイメージです。 

 

雪みち観察隊はどういう活動しているかというと、

本当に雪道を歩いています。私達おばさんは会議の席

では意見を出しにくいので、融雪歩道をしている国道

4 号・7 号を行政の方と一緒に歩きながら、つぶやい

た意見を1個1個拾ってもらうという形で進行してい

ます。このように、一緒に道路を作る人も歩いてくれ

るので、歩くことに対する満足度がすごく高いです。 

 
これは融雪歩道にする前の状態のバス停ですが、こ

のときは1本道しかなかった。バスから降りるときに

歩道を除雪していても、車道除雪で排雪された雪がた

まってしまうと全く意味が無いという話が出ました。

おじいさんとかおばあさんがバスの乗り降りが難しい

とか、低床バスも全然使えない状況です。その時に出

たのが、バスを乗り降りする車道の一部も融雪できな

いのかということで、その年（平成 14 年）に急遽、

歩道＋車道の一部の融雪をやっていただきました。た

だ、寄せられた雪があったり、バスが何台も連なる時

は、十分な効果は出ませんでした。 
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そこで昨年の冬に、バス停に雪を片付けるスコップ

を置きました。これは「バス停オアシス化計画」と名

づけて、今4箇所あります。中々効果があるようです。

当初は盗まれるのではないかとの意見が出ましたが

「寄贈 国土交通省」とか「寄贈 雪みち観察隊」と

書いていると、今のところ盗まれたりはしていないよ

うです。今年の冬はこれを増やしていければ、と思っ

ています。 

 
大きな成果はここまでです。他に何をやっているの

かというと、相変わらず歩いています。ここは、小学

生の子供たちの通学路になっていて、子供たちが歩く

とランドセルよりも欄干が低くなるという問題があり

ます。橋の構造の問題から融雪がしにくいということ

で、小学校のＰＴＡの方や商店街の方が小型除雪機械

を使って通学路の確保を行っています。これは、市内

の49校のうち27校が連携して行っている『ゆきんこ

通学路環境整備』という中で、青森河川国道事務所や

青森市などの道路管理者から小型の除雪機械を貸与し

てもらい歩道除雪を行っているものです。この橋の融

雪については、毎年担当の青森河川国道事務所の方か

ら難しいというお答えをもらっていましたが、なんと

今年から少しここに手をかけて下さると聞いています。 

 

それから4 号・7 号沿いの企業の方と歩行者の方に

アンケートをとりました。具体的に「なぜこの歩道を

融雪しているか知っていた？」という形のアンケート

をやりました。ほとんどの方が「知らない、何でやっ

ているかは知らないが便利」というニュアンスでした。
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多分こういうアンケートを地道に行うことが周知徹底

ということにつながっていくと思います。その時に歩

きながら沿道の方に伺うと「融けているところはいい

けど、そうじゃないところは水がたまってだめになっ

た」と聞きます。これはどうしたものかと思っていま

す。 

 
私たちおばさんは思いつきで話してしまうので、た

まには勉強しようということで様々なところに見学に

も行っています。そういった成果は「雪みち観察隊報

告書」に書いてあるので、もしご興味のある方は青森

のほうに問い合わせて下さい。 

 

 
せっかく融雪した歩道でもモラルというか、使い方

の問題があって、効果的ではないということになりま

した。これは何とかしなくてはいけないということで

4 号・7 号沿いの企業の方に声をかけて、使い方を徹

底することも必要だということになりました。 

 
せっかく融雪歩道ができたので、何かお祭ができな

いかということを発案しました。そして、今年の2月

に「小春通り祭」を実施しました。国道4 号・7 号と

いうのは、銀行とか大手企業とかほとんど青森出身で

はない方がいる地域で、コミュニティという状況が全

くありませんでした。その人達にお祭の実行委員会を

開いて、ご協力を仰ぎつつ、融雪歩道の使い方、今後

どうしていくかということを話し合いました。2月13
日に小春通り祭を二日間に渡って行いました。沿道企

業の方たちにご協力いただいて、ミニキャンドルロー

ド作りやコンサートなどをやって「歩いて楽しんでみ

よう、国道は歩ける」という祭をやりました。実は事

前準備の時間がほとんど無くて、沿道の企業を回って

理解していただくのに時間もかかり、実際のところ理
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解していただけないままやってしまったというところ

もあります。しかし結果として天気に恵まれたことも

あって成功しました。おそらく青森市の冬祭の一つに

なりそうだと市長が言っていました。 

 

 

 

国道4 号・7 号は融雪されたし、雪みち観察隊は終

わると思っていましたが、今後も続くようです。これ

からも歩きながら、そして歩いていることを地域の人

達に見てもらうことでいろいろ感じていただき、心を

揺り動かすということで、私たちの活動は続けられて

いくと思っています。 

 
 
④「住民参加による奥州街道を生かした地域活性化」 

 

岩手NPOセンター理事長、 

奥州街道会議理事長 

高井 昭平 

奥州街道交流会議委員長をしています、高井昭平と

申します。今日は奥州街道交流会議の取り組みについ

て説明させていただきます。また岩手 NPO センター

という、岩手県の NPO の支援をするという仕事もし

ています。市民活動に足を踏み込んでちょうど１０年

くらいになります。それまでは全国転勤のサラリーマ

ンでした。市民活動に足を突っ込んでからそれがライ

フワークでもあり、生業ともなっています。どうぞよ

ろしくお願いします。 
住民参加による奥州街道を生かした地域活性化のお

話をします。これは6月1日で法人認証を取ったばか

りなので「これからこういうことをやっていく」とい

う話になります。 
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まず奥州街道ですが、東京から青森まで全長900km

で、わが国最長の街道です。東北街道会議というのが

昨年の12月9日にできました。そして6月1日に法

人認証を取りました。ミッションは「奥州街道沿いの

道を生かした地域づくりの支援と実践」です。どうい

うことをするのかというと「奥州街道沿いの歴史や文

化を横糸に、それを育み、担ってきた人を縦糸にして、

過去も未来も包含した楽しく元気で新しい奥州街道を

盛り上げていく」ということです。 

 
これは岩手県の県北のほうにある「浪打峠」という

有名な峠です。ここは非常にボランティアの方達が頑

張っていて、最近整備が行われて草も刈られています。 

 
こちらを馬渕川沿いにもう少し北に行くと、非常に

高い山を越えなければならないということで、奥州街

道きっての難所があります。この場所は先ほどと違っ

て草がぼうぼうですが、これがミソでして、これは後

で道普請をしようと考えています。 

 
18年度の奥州街道全体の事業は、街道の資源調査を

考えています。岩手河川国道の力を借りながら、まず

は岩手県全体のデータベースを作っていきます。それ

をカテゴリ分けして、カテゴリごとの特色を調べてい

く。そして活動する地域づくり団体が非常に重要だと

いうことで、データベースを作ってその中で会議を拡

大していく。あるいはHPを作る、マップを作るとい

うことがあります。 
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もう一つは、重点取り組み地域を毎年決めて、その

中に我々が入っていって、ワークショップをやり、将

来的には自立的なウォーキングツアーが毎年開催でき

るようにしたいということです。 
このような活動では我々は風の人で、奥州街道とい

うのは非常に長く、その中に土の人、その土地で頑張

っている方々がいる。その方たちに出会うことが非常

に大事です。そしてその方々にこのようなワークショ

ップを通じてノウハウを定着させていき、自分達で自

分達の地域の特色を生かした活動が持続的にできると

ころまで我々が教えていくということで、毎年奥州街

道フォーラムをやっているというのが全体の流れです。 
その重点地域でワークショップをやりながら、ウォ

ーキングツアーをやっていく。このワークショップ第

一回目は、地域の方と出会って、地域の資源をみんな

で探すことから始まりますが、実際にウォーキングツ

アーをやることで自分たちが普段見ている土地になぜ

人が集まってくるのか、なぜこんなに喜ぶのか、とい

うことも含めて再発見をしてもらいます。それと同時

に「あそこはもっとこうだったらいい」ということに

も気づいてもらいます。それを次年度の事業に生かし

ていきます。実はそこで住民主体の道普請というのを

考えていて、歩道を歩けば必ず草があってこの草は誰

が管理するのかというところから始まります。そうい

う地道な活動で皆さんの意識が歩道だけではなく、今

ある一般の国道にも移っていくだろうと考えています。 
また、地域お国自慢をするための雑誌を作ってきま

した。地域のことを地域の方々が自分達で発見してそ

れらを冊子にして売るということです。一冊三百円で

売っています。このように街道沿いで、地域の方々と

組んで、地域の方々が元気になることをワークショッ

プを通して作り上げていきます。 

 
今年度の重点地区は座敷わらしで有名な二戸市金田

一温泉です。そこの蓑が坂峠というところで、地域住

民、行政と、基礎自治体が噛まないと住民は中々動か

ないので二戸市を巻き込んで、県と国道事務所も一緒

にやる。そして住民と3年くらいで一地域を仕上げて

いくというようなイメージでワークショップをやると。 
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初年度（19 年）はウォーキングツアーをやった後、

道普請をやる形をとる。そして、20年にはお国自慢の

雑誌を作りながら、自分達で地域を整理して、持続可

能な街づくりの組織を作り上げていく。これを毎年い

ろんな地域でやっていきます。 

 

 
事業を進める上での協働のポイントについてお話し

ます。一つは目的の共有。何のために事業をするのか、

これが一番大切です。これは行政側からではなくて、

NPO側から提案することが一番重要です。「こういう

ことが必要だ」ということを認識しないと、行政はお

金を出せませんから、そうすると一緒にできませんの

で、ここが一番重要だと思います。そして、日頃のデ

ィスカッションの中からお互いにミッションを組み上

げていくことです。ポイントはコミュニケーションが

非常に大事だということです。 
次に、役割分担を明確にするということです。これ

はお互いの立場と特性を認識した上で、対等にやると

いうこと。また、互いの資源を有効に活用しなければ

いけない。このことで行政側は「我々行政から最も欲

しいのはお金だ」と思っていますが、もちろんお金も

大事ですが、本当は信用が一番欲しいのです。行政と

一緒にやっている事業というだけで、いろんなものが

ついてくる。つまり、お金が無くても協働は可能だと

いうことです。さらに行政が持っている色々な資源、

例えば広報だとか、施設、これを無償で使えるという

ことは非常に大きいのです。協働する上でのポイント

で、ここが重要かと思いますが、本当は仕様書を一緒

に作るのがいいです。仕様書を一緒に作らないと下請

け的になります。この中からお選びくださいというこ

とではなく、限られたお金の中で民間側も知恵を絞っ

て、コストを下げてやることが可能です。そして、仕

様書を市民団体、NPO 側から、こういう目標設定で

やっていきたいということを出した上で、一緒に仕様

書を書いていけば、決して下請け的にはならない。 
三番目は NPO の自立性。これもとても大事なこと

ですが、NPO は行政からの支援は有限であることを

前提に事業を組み立てる必要があります。これは全て

の事業にいえることです。行政からの支援がくるとい

うことを前提にやっていると、ずっと支援をもらわな

いと事業をやっていけません。それはちょっと違う。

そして行政側には、包括的に事業を捕らえて可能な範

囲で事業を支援していただく。例えば我々の場合は、

資源調査では支援をいただいて、ワークショップは自

分達でやります。そういう形でお互いが得意な分野で

自分達のできることを自分達でやる。そして最終的に

は、雑誌を地域の方達と作って、それを原資にしなが

ら地域が持続可能な活動を定着させていくということ

が大切です。そして、NPOでなくてはだめです。我々
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が持っている一番の特徴というのはネットワークです。

このネットワークというのが専門性を生み出し、行政

に無いものを生み出す。自立性のある、しかもネット

ワークのあるNPO とやっていくことがこれから重要

だと思います。 

 
 

⑤「住民参加による津波防災計画」 

 

宮城県気仙沼土木事務所技術次長 

伊藤 一彦 

 

宮城県気仙沼土木事務所の伊藤と申します。私が勤

務している気仙沼土木は県の北東部にありまして、気

仙沼市、本吉町、南三陸町の一市二町を所管していま

す。この管内にある、県の公共土木施設の整備と管理

を主な仕事としています。今日は住民参加ということ

で南三陸町での事例を紹介します。また勉強会という

ことですので、私自身も住民参加の道づくりや道づか

いということを勉強させていただき、今後の業務に活

かしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願

いします。 
南三陸町、これは合併前の志津川町ですが、そこで

の住民参加による津波防災計画について報告します。 

 
まず、取り組みの背景ですが、この管内は陸中海岸

国立公園、南三陸金華山国定公園など非常に美しいリ

アス式海岸と、世界有数の漁場という資源に恵まれた

地域で、主に漁業や観光で発展してきた地域です。 

 
一方、この地域は昭和8年の昭和三陸地震津波、35

年のチリ地震津波などで、大きな被害を受けた地域で

もあります。国の地震調査委員会の発表によれば、三

十年以内には99％、20年以内でも90％と極めて高い

確率で、宮城県沖地震が起こるであろうといわれてい

ます。さらに県が行った第三次地震被害想定調査の結

果では、三陸沿岸では地震が発生してから 30 分以内

に、最大 10m の津波が到達するというシミュレーシ

ョン結果も出ています。 
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しかし、宮城県沿岸の河川海岸の施設は昭和 35 年

のチリ地震津波を契機にほとんどが建設されていて、

既に 40 年以上経過しています。この水門については

開閉速度が非常に遅いとか、構造自体が地震にもたな

いという状況でした。県では調査結果を受けて、平成

15年度から三ヵ年で改修工事を進めてきました。現在

は主要なゲートの遠隔操作化を進めています。これは

開口部を横引きのゲートにした状況です。このように

ハード面の整備を進めています。 
 

 

 
この宮城県沖地震によって起こる津波の大きさとい

うのは場所によってはチリ地震津波をはるかに超えて

しまうということで、どんなに施設に改善を加えても、

限界があります。従って、避難誘導といったソフト対

策が非常に重要だということはいうまでもありません。

地域住民や観光客をいかに避難誘導するかという体制

の整備が沿岸の市や町にとっては大きな課題で、県と

してはそれを支援していこうと、平成 16 年度から南

三陸町で地域住民との協働による取り組みを進めてき

ました。この取り組みでは、懇談会を開催し、ワーク

ショップ形式で避難時のサイン計画づくりを協働で進

めました。 
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懇談会では模型を作ったり、ダンボールの原寸大の

試作品を現地に置いて見え方を確認したりしました。 

 

 
これは懇談会で提案されたデザインで、こちらはこ

の後に消防庁から発表されたピクトグラムですが、懇

談会では具体的な逃げる方向を示すとか、地域にあっ

たサインを提案いただきました。 

 
これは実際に設置された案内板です。このように矢

印がついています。 

 
これは路面表示の例です。この緑のラインは全国初

で、県警に相談しても結論が出ず、桜田門まで相談に

行きました。 

 
この取り組みを一時的なもので終わらせたくない、

継続して地域の防災力の向上につなげて欲しいという

ことがあったので、一部のサインについては、実際に

住民の方にも参加いただき設置しました。右側は、設

置した後に住民の方々が自ら炊き出し訓練を行ったと

きの様子です。 

 
懇談会の開催に当たって、我々の大きな狙いの一つ

は、メンバーが防災リーダーとして地域全体の防災力

の向上に一役かっていただきたいということでした。
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これは実際に、メンバーの方が中心になって、夜間の

訓練を実施したときの様子です。これには非常に多く

の住民が参加し、防災への意識は地域全体への広がり

を見せています。 

 
これは昨年の 5 月 24 日の毎年恒例の南三陸町の防

災訓練が行われた時の様子です。この時に、地域住民

や、来訪者にモニターとして参加いただき、実際にサ

インを使って避難場所まで逃げてもらうという社会実

験を行いました。 

 
これが当日のアンケートの結果で、約8割の人がこ

のサインについては有効であったと回答しています。

ただ一方でサインをもう少し大きくして欲しいとか、

設置間隔を短くして欲しいという意見もありました。

これらのアンケート結果を受けて、一部のサインの変

更もやっています。 

 
これが改善例です。このようにアンケート結果を受

けて現地にフィードバックしました。 

 
来る宮城県沖地震の津波に備えるため、ここでの取

り組みを南三陸町以外の市や町にも広めていきたいと

いう思いで、これまでの取り組みを基にガイドライン

を作成しました。これは県のHPからダウンロードで

きますから、興味のある方はご覧になってください。 

 
まとめとして、住民との協働とのポイントをいくつ

かお話しします。画面にもあるように、地域防災力の

向上に向けた懇談会の運営に当たり、我々がテーマと

したポイントは3つあります。まず、情報を住民にい

かにわかりやすく提供するかということ。それから住
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民の意見をどう引き出し、それをどのように反映して

いくかということです。そして、その成果としては自

助努力として、自主防災への自覚が生まれました。そ

れから共助努力の広がりとして、17人のメンバーから

地域へ広がっていったという成果が現れています。

我々の公助努力としては、それらのきっかけ作りがで

きたと考えています。 

 
最後に今後の課題ということで、幅広い年齢層への

浸透が必要です。この点については、昨年度から地元

の小学校へ津波防災教育の出前講座という形で取り組

んでいまして、先ほどのハード整備、ソフト対策に続

きまして、第三弾として、このヒューマン対策に取り

組んでいます。 

  
⑥「東北地方整備局の 

道路行政マネジメントの取り組み」 

 

東北地方整備局 

道路部道路計画一課長 

松本 健 

東北地方整備局、道路計画第一課長の松本と申しま

す。東北地方整備局としましても、マネジメント、住

民参加ということを積極的に推進していますが、その

進め方には検討するところがいろいろあると思います。

そういった意味で今日は有意義な勉強会になればと思

っております。どうぞよろしくお願いします。 
それでは、東北地方整備局における道路行政マネジ

メントへの取り組みとして、住民参加に重点をおいて

お話をします。 

 
まず、道路行政マネジメントということですが、国

民の視点に立った成果志向ということに重点を置いて

平成 15 年から実施しています。ちょうど丸３年たっ

たところですが、国民のニーズに決め細やかに対応し、

よりよい道路行政を実施するため、NPO や市民団体

をパートナーとし、道路施策を施策立案段階、実施段

階、事後評価段階で協働して実施しています。 

 
これまでの取り組み内容です。マネジメントは平成

15年から始めていますが、平成16年度までの実施内

容は、国民やNPO という協働の観点では実施されて

いませんでした。そこで平成17年の取り組みとして、

「一事務所一協働」という目標で取り組みに着手しま

した。その結果として、東北地方整備局管内 12 の事
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務所で何らかの着手ができました。そこで今日はこの

12事務所中、4事例について説明します。 

 

 
一つ目の事例は湯沢河川国道事務所における大曲花

火の渋滞への取り組みです。ご承知の通り、毎年8月

下旬に大曲花火が開催されています。昨年は約 68 万

人が訪れ、旧大曲市の人口 4 万人の 17 倍に相当する

人間が一日で集まり、特に帰りの車の渋滞が発生する

という状況です。その中で、大会関係者、警察、観光

関係者、交通事業者、道路管理者がメンバーとなった

「大曲花火渋滞対策検討会」というのを設け、各機関

が連携して、渋滞対策を行っています。道路管理者と

しては、国道13 号の大曲バイパス、国道105 号の大

曲西道路といった事業が現在実施中ですが、その供用

を待つことなくできる限りのソフト対策をするといっ

た観点で参加しています。 
具体的な取り組み内容ですが、パークアンドライド、

シャトルバスの実施、鉄道輸送の実施、通過交通に対

する迂回情報の提供、HP、携帯サイトでの情報提供

を実施してきました。特に 17 年は大曲西道路につい

ても警察と連携して臨時に開放、シャトルバスを会場

近くまで直接乗り入れるという取り組みをしました。

その結果、渋滞継続時間は減少、方面によっては 30
分から最大で一時間半削減できました。またシャトル

バスの利用者の反応も概ね好意的でした。「また利用し

たい」と答える人が約六割です。このように効果をか

なり挙げたと認識していますが、今後駐車場の料金格

差の問題、シャトルバスの料金設定、という問題にも

取り組んでいきたいと思います。 

ﾊﾟｰｸ＆ﾚｰ
ﾙﾗｲﾄﾞ

8%

ﾊﾟｰｸ＆ｼｬﾄ
ﾙﾊﾞｽと鉄
道利用

4%

ﾊﾟｰｸ＆ｼｬﾄ
ﾙﾊﾞｽ
61%

ﾏｲｶｰ
27%

▲次回来訪時活用したいｱｸｾｽ方法

大曲花火渋滞対策

【連携】 （渋滞） 【東北地方整備局湯沢河川国道事務所】

▼大曲花火大会来訪者数の経緯▼花火の打上状況

写真：大会提供花火

60 60 62 64
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70 68
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万人

毎年、大会終了後の一斉発散により異常な渋滞が発生

▲大会後の渋滞状況（角館方面）

H17大会の来訪者数は約68万人
(旧大曲市の人口(4万)の17倍)

大会終了後に車両が一斉発散し、
異常な渋滞が発生

関連ＵＲＬ ：http://www.oh-hanabi.com
関連論文 ：原田吉信：大曲花火大会における渋滞緩和に向けた取組、道路、2005-5号

• 大曲花火大会は１日で約７０万人が来訪し、異常な渋滞が発生。周
辺道路網は大きく変化しつつあり、渋滞対策を検討。

• 関係機関が連携し、昨年の課題を踏まえたうえで対策を実施。

H16対策内容と実施による課題

Ｈ１６対策内容

・パークアンドシャトルバスと鉄道利用の試験実施

・道路空間の有効活用による駐車場の確保

・通過交通に対する迂回情報提供

・ＨＰ・携帯サイトでの情報提供

・方面別駐車場誘導

H16対策実施による課題

●大曲西道路の利用向上が必要

→ R105との分担率が約１６％

●パーク＆シャトルバスと鉄道利用の実施課題

→ シャトルバス運行の不採算、

JR運行体制の限界、乗り換え時間のロス

Ｈ１６に対策を
実施するも依然
として異常な渋
滞が発生

H17の取り組み

会場近くまで直接乗り入
れるパーク＆シャトルバ
スを試験実施 →

会場近くまで直接乗り入
れるパーク＆シャトルバ
スを試験実施 →

方面別駐車場誘導、迂回路情報提供の実施方面別駐車場誘導、迂回路情報提供の実施

大曲西道路未供用区間に
おける臨時通行
(大曲西道路利用促進)→

大曲西道路未供用区間に
おける臨時通行
(大曲西道路利用促進)→

ＨＰ、携帯ｻｲﾄによる情報提供の実施ＨＰ、携帯ｻｲﾄによる情報提供の実施

昨年からの継続取り組み

H17渋滞状況（大会終了後渋滞継続時間）

大曲西道路の分担率が向上
（分担率：約16％→約18%）
大曲西道路の分担率が向上
（分担率：約16％→約18%）

R13秋田方面
渋滞継続時間

H16年：6.5h
→H17年：5.5h

R105本荘方面
渋滞継続時間

H16年：6.5h
→H17年：5h

H17取り組み成果と課題

HPアクセス数：34千ﾋｯﾄ→35千ﾋｯﾄ
携帯サ イ ト：12千ﾋｯﾄ→16千ﾋｯﾄ
HPアクセス数：34千ﾋｯﾄ→35千ﾋｯﾄ
携帯サ イ ト：12千ﾋｯﾄ→16千ﾋｯﾄ

▼ﾊﾟｰｸ＆ｼｬﾄﾙﾊﾞｽﾓﾆﾀｰ参加者(約70名)の
うち、次回も利用したい人が約６割

▼ﾊﾟｰｸ＆ｼｬﾄﾙﾊﾞｽﾓﾆﾀｰ参加者(約70名)の
うち、次回も利用したい人が約６割

▼大会当日の総渋滞損失
時間は目標を達成！

▼大会当日の総渋滞損失
時間は目標を達成！花火会場

Ｈ１７新規取り組み
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大会当日の総渋滞損失時間
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●１台当たりの渋滞損失時間は１分減少

P D

C A

事例ー１

５

R13横手方面
渋滞継続時間
H16年：6.5h
→H17年：6h

R105角館方面
渋滞継続時間

H16年：6h
→H17年：5.5h

渋滞継続時
間は減少！

▼大会当日の二酸化炭
素排出量は目標未達成

▼大会当日の二酸化炭
素排出量は目標未達成

 二点目の事例は山形県内で取り組んでいる、交通事

故対策、その名も「デンジャーゾーン舗装」です。沿

道に商店街が張り付いているという区間では追突事故、

出会い頭の事故というものがあります。そういう事故

には道路構造の改良だけでは対処できないので、ユー

ザーの意識向上が必要だという観点から取り組んだ事

例です。 
住民参加の例として「利用者参画プラン」というの

を立て、利用者の参画を図りました。具体的には各段

階で、道路利用者、地域住民との調整を行いました。

また、関係機関、県の安全推進会議、そのアドバイザ

ー会議を連携して行いました。特にこのデンジャーゾ

ーン舗装という名称や車道のカラー舗装化、注意喚起

看板の設置を行って、道路利用者に強力に注意喚起を

行うことで交通事故対策をしています。この施策の遂

行にあたり、デンジャーゾーン舗装の色だとか、注意

喚起看板について道路利用者に意見を公募して決めま

した。 
平成17年に4箇所で行い、平均速度は約一割低下、

対策後二ヶ月で事故なしという効果をあげています。

今後は効果の持続性を見極めつつ県内全域で普及促進

を進めていきたいと思います。 
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・全箇所で平均速度が約１割低下
・全箇所で指定最高速度の遵守割合が約1.6～1.8倍増加
・対策後２ヶ月間で死傷事故「０件」

安推連アドバイザー会議の諮問結果

・注意喚起策は｢ユーザーの意識改善｣が重要

・舗装カラー化は｢住民の景観意識｣に留意

ＤＤoo ｢｢デンジャーゾーンデンジャーゾーン｣｣試行試行

背景：道路構造の対策のみでは背景：道路構造の対策のみでは 対応困難な事故多発箇所対応困難な事故多発箇所

事故削減には
ユーザーの

意識向上が重要

沿道商業施設･交差細街路からの出入り交通による
｢出合い頭｣･｢追突｣等の事故多発区間

｢漫然運転｣･｢脇見運転｣等､事故当事者の注意不足が主要因

単なる注意喚起カラー舗装じゃない

利用者参画型 事故削減策 「デンジャーゾーン舗装」

・気づき：交通事故の根本要因はユーザー？ 道路構造のみでは対応困難？

・ユーザーの意識向上による事故削減策

→ 単なる注意喚舗装じゃない施策：「利用者参画」＆ 「徹底周知」

（交通安全） 【東北地方整備局山形・酒田河川国道事務所】

TV報道(民放２局)

関連ＵＲＬ http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/dangerzone/index.html
http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/pressedit/content/200510051101000000.html

１.６倍 (38％→62％）1割低下 (54km/h→49km/h）新庄市山屋

１.８倍 (29％→54％）1割低下 (45km/h→41km/h）鶴岡市草見鶴

１.６倍 (50％→80％）1割低下 (41km/h→36km/h)鶴岡市宝田

１.７倍 (38％→64％）1割低下 (54km/h→48km/h）西川町海味

指定最高速度（40km/h）
遵守割合の変化（上下計）平均走行速度の変化（上下計）箇所名

H17.10.18 庄内日報
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対策前 対策後

上り車線

下り車線
(km/h)

上下計：54km/h 上下計：48km/h
(1割低下)

※(　)：対策後／対策前

(1割低下)

(1割低下)

▲走行速度の変化（西川町海味） ▲指定最高速度遵守割合の変化(鶴岡市草見鶴)

66%

44%

49%

34%

51%

56%

25% 75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

（上り）

（下り）

対策後

（上り）

（下り）

40km/h以下 40km/h超

※40km/h：当該区間の指定最高速度

上下計：29％

上下計：54％(1.8倍)

(2 .2倍)

(1 .5倍)

▲各区間の走行速度･指定最高速度遵守車両割合の変化

〈利用者参画 プラン〉

Ｈ１８山形県内本格導入へ施策拡大

STEP1：施策着手の公表（対策目的・趣旨）

STEP2：舗装色・施策名称のユーザー公募

STEP3：施策実施＆公表

STEP4：事後評価の公表
短期 ：交通挙動変化
継続 ：事故件数変化
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工事のみで 事故は減少しません
安全運転に御協力を !!

～プランニングのポイント～
「対策趣旨の周知」＆「ユーザー参画」

→ ｢施策名称｣･｢舗装色｣の公募
ＰＤＣＡ毎の｢マスコミ公表｣

デンジャーゾーン舗装デンジャーゾーン舗装デンジャーゾーン舗装

路側看板路側看板

TV報道（民放２局）

11.0鶴岡市 草見鶴

7.0鶴岡市 宝田R112

12.5西川町 海味

13.7新庄市 山屋Ｒ１３

死傷事故率比対 策 箇 所路線名

【 試行箇所一覧】

【公募結果】
〈舗 装 色〉ベンガラ
〈施策名称〉デンジャーゾーン舗装

（有効回答数：83票）

県内直轄国道４箇所で試行県内直轄国道４箇所で試行

・事故多発区間のカラー舗装・事故多発区間のカラー舗装

・路側看板設置・路側看板設置((冬期の圧雪対策冬期の圧雪対策))

ＡＡctionction 今後の展開今後の展開
◆県安推連会議等で県内全域への普及･展開

◆注意喚起の継続広報（平成18年3月～4月）

◆平成18年度からの本格導入

◆効果持続のためのフォロー（評価の継続･マスコミ公表)

～トルネードサイクルで～トルネードサイクルで
スパイラルアップスパイラルアップ !!!!～～

H17.5.31 山形新聞

ＰＰlanlan 利用者参画型事故対策の利用者参画型事故対策の検討検討

ＣＣheck heck 交通挙動変化に着目した短期評価交通挙動変化に着目した短期評価

早くて 低コストの事故対策 しかし
事故削減の鍵はドライバーの意識 !!

今後、効果に注目しましょう

ドライバーが
注意意識を実感

事例ー２

６

 3 つ目の事例は秋田河川国道で取り組んだ高速道路

利用の促進です。秋田県内は高速道路利用率が極めて

低く、中でも秋田自動車道の交通量は少なく、このイ

ンター脇に存在する海水浴場の利用客の減少に歯止め

がかからないという状況でした。この2つの状況を踏

まえ、県と市、観光協会、旧JH が連携し、高速道路

利用と海水浴場の集客キャンペーンをセットで行いま

した。 
具体的には、料金所でクーポンを渡し、海の家やレ

ストランでそれを使っていただくということを実施し

ました。その結果、インターの利用者は18％増加、海

水浴場利用客は 12％増加とそれぞれ効果を上げてい

ます。このようにコストをかけずに、高速道路利用、

地域振興という両方の目的を達成することができ、非

常に効果のある事例であったと考えることができます。 

高速道路利用促進への取り組み

【東北地方整備局】【連携】

• コストをかけずに高速利用の向上と地域振興

• 16年度の成功事例を踏まえ対象地区を拡大

（その他：有効活用）

【次への反映】
●キャンペーンの認知度の低さが課題であること

から効果的な広報展開が必要
●県外からの来訪者は1ヶ月前から旅行を計画

していることからターゲットに合わせた時期、
PR媒体を選定し効果的な広報を展開をすべき

【取組みの背景】

【 H1７取組み内容】

【取り組みの成果】

■秋田県の高速道路の利用率（4.3％）は全国、
及び東北の中でも低い。その中でも琴丘森岳
ＩＣは出入り交通量（650台/日）が少ない。

■海水浴客が年々減少傾向にある宮沢海水浴
場（旧若美町）では観光客数の減少に歯止め
をかけるべく合併後の男鹿市の全面協力の下、
取り組みを行うこととした。

■秋田県の高速道路の利用率（4.3％）は全国、
及び東北の中でも低い。その中でも琴丘森岳
ＩＣは出入り交通量（650台/日）が少ない。

■海水浴客が年々減少傾向にある宮沢海水浴
場（旧若美町）では観光客数の減少に歯止め
をかけるべく合併後の男鹿市の全面協力の下、
取り組みを行うこととした。

■琴丘森岳IC利用者への周辺観光施設割引
■宮沢海水浴の魅力をアピール(7/12～8/31) 
■岩手県、宮城県を重点とした広報活動
■期間中、週に1回状況把握と戦略見直しを実施

■琴丘森岳IC利用者への周辺観光施設割引
■宮沢海水浴の魅力をアピール(7/12～8/31) 
■岩手県、宮城県を重点とした広報活動
■期間中、週に1回状況把握と戦略見直しを実施

PR対象地域

▼キャンペーンポスター

国、県、市(男鹿市)、旧ＪＨの連携による広報活動を展開国、県、市(男鹿市)、旧ＪＨの連携による広報活動を展開

琴丘森岳ICの平均利用台数は18％増加、海水浴場利用者も12%の増加琴丘森岳ICの平均利用台数は18％増加、海水浴場利用者も12%の増加

※秋田魁新報(H17.7.10)
▲高速道路SAでのキャンペーン

▼取り組みの内容を伝える新聞報道

岩城IC
H15から実施

琴丘森岳IC
H17拡大実施

岩手県全域

宮城県北部

22.2%

8.3%

19.4%13.9%

25.0%

8.3%

2.8%

回答数
36人

今日

昨日

２・３日前

１週間くらい前

2・3週間前

１ヶ月前

１ヶ月以上前

無回答

宮沢海水浴場 周辺8海水浴場平均

12

-1

(％)
▼海水浴場利用者数の増加率(H17/H16)

周辺海水浴場が
減少す るな かで

大幅に増加

資料：男鹿市観光課調べ
※周辺8海水浴場平均は五里合、戸賀、出戸浜、釜谷浜、下浜
、桂浜、本荘マリーナ、象潟の各海水浴場の平均

▼岩手県からの来訪者の
旅行計画時期

0

800

H16 H17

668
789

(台/日)

▼キャンペーン期間の琴丘森岳IC利用台数

資料：日本道路公団調べ
※キャンペーン期間（7月21日～8月31日）

目標800台／日 18％
増加

▼取り組み効果を伝える新聞報道

※秋田魁新報(H17.10.4)

ＰＰＰ
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来訪者からはＰＲ
不足の声も

資料： H17.8.6アンケート調査結果（秋田河川国道事務所）

資料：東日本高速道路株式会社調べ

事例ー３

７

 最後の事例は高樋さんからご説明いただきましたの

で、詳しい説明は省きますが、今後とも道路利用者と

一緒に、道の使い方、管理の仕方を検討していきたい

と思っています。 

整備後

バス停部分も融雪

参加者の声を活かした整備

協働

協
働

協
働

国民

Do

Check

Action
協働

Plan

協働

協
働

協
働

国民

DoDo

CheckCheck

ActionAction
協働

PlanPlan

関連ＵＲＬ ：http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/syutu/aokoku/index.htm
関連論文 ：2005年9月号「ユニバーサルデザインに向けた東北地方での取り組み」 建設マネジメント技術

• 歩道融雪施設整備が完了！今後の使われ方を民間と調整

• 利用者による融雪歩道区間の管理がスタート！

（コミュニケーション） 【東北地方整備局 青森河川事務所】

・融雪歩道の試験整備と未整備箇所の両方を女性の視点で点検！効果を検証

・その効果を検証し、バス停付近では車道部まで融雪する必要性を提言

●これまでの取り組み（Ｈ14.1～Ｈ17.12）

・円滑に事業計画を推進

整備前積雪のためバス乗降は車道側
で行われており、滑って転倒す
ると非常に危険

大好評！大好評！ ・施工後のまち歩き点検では…
「おしゃれして歩ける安全な雪みちに」
なったことを実感した」と女性たちの声が

・利用者アンケート※では…
融雪歩道区間は、約９割の利用者が満足

●今冬の取り組み
・近年まれにみる大雪のためバス停部分の融雪がされない
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・そこで、「雪みち観察隊」と連携し、バス停４箇所に雪かきスコップを設置

・スコップは道路管理者が準備し、バス会社
と連携して設置

・「大変、良い試みだ」との意見があり、今後
は詳細な利用状況を把握する調査を実施（朝日新聞 Ｈ18.1.24 日刊31面）

Ｈ17整備箇所

スコップ
設置箇所

文化会館前バス停に
設置されたスコップ

ちょっとの手助け「やさしさ雪みちボランティア」活動

・提言を活かして、バス停付近

では車道部まで融雪

ＨＨ1717整備整備箇所箇所：文化会館前：文化会館前

※整備区間の利用者やバス停待ちの人及び沿道事業者に対して行った
アンケート調査(Ｈ14.2実施)

・ゴミが目立つようになった(利用者のマナー違反)
・民地からの雪捨てにより、せっかくの融雪施設が機能しない（モラルの問題）
・信号付近に雪が溜まる
・雪解け水による水溜りを何とかして欲しい

融雪歩道の整備延長が延びるにつれてこんな意見も・・・融雪歩道の整備延長が延びるにつれてこんな意見も・・・

車道除雪で出来る雪堤
までは融かせない

※2006(Ｈ18年) 1月現在資料：気象庁

計 画 エ リ ア 内 の 歩 道 融 雪 整 備 が 完 了 ！計 画 エ リ ア 内 の 歩 道 融 雪 整 備 が 完 了 ！
・また、「雪みちづかい懇談会」を開催し、モラル問題の改善にも着手！

総勢総勢4242人が参加して人が参加して
雪みちづかいについて協議雪みちづかいについて協議

マナー向上の啓蒙活動を目的に
融雪歩道の完成祝を兼ねたイベント

「小春通り祭」の開催が決定！

夕方のニュースで県民にも広報

せ っ て い

・ミニキャンドルロードの設置
・ユビキタスの体験

などを実施

２年連続※

の大雪！
２年連続２年連続※※

の大雪！の大雪！

青森地方気象台観測の最深積雪グラフ

ＰＬＡＮ！
ＰＬＡＮ！

ＡＣＴＩＯＮ！
ＡＣＴＩＯＮ！

ＤＯ！ＤＯ！

ＣＮＥＡＣＫ！
ＣＮＥＡＣＫ！

大雪で融けない！

大雪で融けない！

地域から発案！
地域から発案！

事例ー４

８

 最後ですが、18年度の取り組みとして、地域とのパ

イプ役である担当者との連携により意見交換を活発に

し、NPO との関係の充実を図っていきたいと思いま

す。さらに、PDCA の各段階で、ユーザー・NPO と

いかに協働するかについて、知見を集約・分析し、更

なる協働に反映させたいと思っています。 
一事務所一協働の取り組みはまだ端緒についたばか

りで、十分とはいえません。その一方でまだ協働でき

る NPO はあると考えています。団体との協働をきっ

かけに次のステップに展開した事例もあります。宮古

市ではボランティア団体が当初歩道除雪だけを行って

いましたが、通学路の歩道点検へと活動を拡大しまし

た。そのようなことも含め、取り組み活動の幅、一事

務所複数の協働ということを目指してやっていきたい

と考えています。 
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【意見交換】 

（元田）：全部で6つの発表をさせていただきました。

それぞれ興味ある取り組みをなされているということ

がお分かりいただけたと思います。 
青木先生の発表で印象的だったのは、誠実に取り組

んでいくことが大事だということです。 
高樋さんの発表では地道なところから、歩道の除雪

について観察をして対策を考えていらっしゃるという

のが面白かったです。スコップを置いて、自分達でや

ってくださいと。自分達でやることが大事だと思いま

した。 
高井さんのお話は奥州街道、古い街道を見直しつつ、

地域活性につなげようという。目的の共有・役割分担・

I+N（Independence+Network）といったキーワード

がありました。 
伊藤さんの発表は津波防災の対策として、ソフトを

住民と一緒に考えられたと。これは一種のリスクコミ

ュニケーションで、何か起こったときにどうやって地

域の人に伝えていくかということはやはり住民が中心

にならないとできないと思いました。少し考えたのは、

新しい標識を作った場合に、見た人がどういう風にそ

れを受け取るかということです。「これは津波があった

ときに逃げる道だよ」という意思が伝わるようにしな

くてはいけない。そこを今後どんな風に広めていくの

かが非常に興味があります。 
それから松本さんの発表では、国交省で住民とのコ

ミュニケーションをとりながら様々な施策を行ってい

るということが紹介されました。こういう取り組みは

面白いですが、住民の方を巻き込んでいると往々にし

て、役所のほうで全部お膳立てしてやっているという

のが多いのではないかと思うんですが、そうすると住

民の方はお客さんで来てるだけということもありえま

す。どこまで自主性を引き出していくかというのが難

しいと思いました。 
さて、一巡したわけですが、発表された方で、言い

足りないところがあると思いますので、補足されたい

方はどうぞ。 
 
（青木）：私が、最後にまとめて言いたかったのは、「と

にかくプロセスを公正に行う」ということです。公正

には色々な要素が含まれていますが、実際には対等な

立場でとか、とにかくコミュニケーションをしっかり

と行うことです。公正に対応していけば、市民の側か

ら積極的に関わってくれるようになるし、また意見も

言いやすくなるという知見も得られています。だから

とにかくプロセスが非常に重要だということを強調し

ます。 
 
（高井）：どの様な課題の解決策として住民との協働が

有効かといいますと、地域の住民がやって欲しいこと

からやることが有効で、答えはありません。国交省の

方は自分達の業務の目先のことが優先になりますが、

住民が「こういうことをやって欲しい」ということか

らやっていくことが重要だと思います。 
 
（伊藤）：感想ということで言いますと、この懇談会に

限らず地域づくりの懇談会では、住民の方の代表とい

うのは行政区長さんだったり、町内会長さんだったり、

ご高齢の方がほとんどです。若い人や女性をいかに引

っ張り出すかということが我々の課題だと考えていま

す。 
 
（松本）：先ほど、元田教授のほうから行政の押し付け

ではないかというご指摘もありましたが、こちらとし

ても、できるだけ地域住民の方との距離を縮めていき

たい、現場の事務所、出張所の体制を強化していかな

くてはと思っています。そして地域づくり担当官とい

う地域のパイプ役を設けています。具体的には事務所

の調査課長です。何かありましたら、遠慮なく事務所

に来てコミュニケーションをとっていただきたいと思

っています。よろしくお願いします。 
 
（元田）：私自身の話として、先ほど申し上げたように、

全て道路維持管理を役所で行ってきたのが昭和 30 年

代以降です。長い日本の歴史の中でわずか50年です。

このことを考えると、住民が道路管理を行うのは自然

の流れだと思います。難しいのはどこで線引きをする

か、どこまでを役所がやって、どこまでを自分達でや

るのかということです。これは永遠の課題になるかも

しれませんが、これをちょっと間違えると、押し付け
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だとか、行政サービスが足りないとか批判を浴びるこ

ともありえます。慎重にやらなくてはいけないところ

もあると思います。 
それでは、会場から今までの内容、それ以外のこと

でも結構ですので、ご質問なり、ご意見なり自由にい

ただきたいと思います。 
 
（会場／塚田）：個人的な意見からいうと、自発的な動

きがこういう動きの中でのポイントだと感じたのと、

高樋さんの観察隊の話のように、楽しみながらいかに

長く続けさせるかということだと思います。長続きさ

せるための秘訣が何か共通のものとしてないだろうか

と。特に防災みたいなものはいつくるかわからないか

ら、来てからというわけにはいかない。だから地道に

やっていって、住民の方の意識が変わることが大事だ

と思います。その辺のご意見があればお聞きしたいと。 
松本さんの話の中でちょっと気になったのは、一事

務所一協働というのはいいのかもしれませんが、住民

の方は道路ばかり見ているわけではないので、地域と

してよくなっていくということがあるのではないかと。

最近悲しい事件があると、地域のコミュニティが段々

薄らいでいったということが言われる。そういうこと

を考えると、こういうことをやっていって、何かコミ

ュニティがよくなったということ。先ほどの持続させ

ていくこととあわせて、何か手ごたえをつかみながら

方向修正しながらやるということがあると思いますが、

そういった手ごたえというのを感じているのかという、

その2点について教えていただきたいと思います。 
 
（高井）：最初の質問で言えば、その活動によって、地

域や仲間が変わったということがいろいろあると思い

ますが、その変化を自分で享受できることが重要です。

それはお金かもしれませんし、喜び、感謝として返っ

てくることもあると思います。自分達が何かやったこ

とが役に立ったと実感できるプログラムを作ることが

重要です。どうしても最初は勢いがあるのでやります

が、続きません。ですからマネジメントがすごく大事

で、目標設定をリーダーがきちんとやること、そして

その目標を達成することで、地域も変わってよかった

ということがわかるような取り組みになるようにプロ

グラムを作っていくということが、こういう活動を続

けていくための秘訣だと思います。それが先ほど塚田

さんがおっしゃっていた手応えにつながると思います。 
 
（会場／塚田）：では、具体的にどんなプログラムがあ

るのですか？ 
（高井）：例えば、花壇の整備をやっている団体があっ

て、最初はみんなただ見ているだけでしたが、ニュー

スで取り上げられて、花の苗が届いたり、そんなこと

をやっているならうちの苗木を使って下さいという形

で、活動が県民に認識されていくというのは励みにな

ります。また投書や何かほめられるとかそういう形で

いいんです。そういうのが出たときに地域のメンバー

にきちっと報告して「やってよかった」となることが

必要です。だから決してお金だけじゃない。やはり手

ごたえを感じられるプログラムを作ってあげることと、

達成可能な目標値、それとちょっと長期の目標を設定

してあげることが必要です。3 年後はこうなっていよ

うという、長期のビジョンを作って、それを1年目は

ここまで、2 年目はここまで、3 年目はここまでとい

う感じで進める。 
そしてもう一つ重要なことは、ある程度達成したら

やめることです。いつまでもそれに執着しているとお

かしなことになります。市民活動の原点として、ある

程度ミッションを達成したら、やめることです。発展

的にやめればいいのです。そして新たな目標を決めて

新たにやればいいということで、そこは非常に引きが

重要で、組織そのものを解散しなくてもいいですが、

この取り組みについてはここまでやったから、我々の

ミッション達成されたということで仕切らないと、ず

っと同じ目標で10年もいると大変です。 
 
（高樋）：楽しいかどうか、なんでやっているのかと

色々考えてみると、今回小春通り祭が実現できたとい

う達成感はあります。また、その途中のプロセスで、

新たな人との出会い、その方と別のことで関わって、

この国道を通して私はやっていく、それがまた別の事

業のきっかけになっていくというのは、参加する一つ

の意味です。共にやっていく仲間ができていくという

のも魅力の一つです。 
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雪みち観察隊は平成 14 年からですが、北国の暮ら

し研究会というのは昭和 59 年からやってきて、自主

財源を持とう、役所にばかり頼っていられないという

ことで、この春から NPO 化して、様々なものを開発

し、販売していくということも魅力です。しかし、私

たちの意見が行政の一つになっているということが、

継続してやってきた理由かと私は思っています。 
 
（元田）：高井さんが先ほど言われましたが、やっても

何も反応がなくて、誰からもほめられないというの

は・・・。やはり周りからの評価は大事だという気が

します。 
 
（会場／伊藤）：住民参加に携わりましたが、皆様の意

見ではなく、一部の住民の意見を聞きながら PI をや

ったのではないかと。要は継続ということにもつなが

るかもしれませんが、幅広く意見をいただいて、参加

していただくというのが大事かと思いますが、私が現

場でやったときは、意見を聞くとなると町内会長さん

でお年寄りが主体でした。住んでいる人はいろいろな

方がいますから、若い人の意見をどうやって取り込ん

でいくかということが非常に大事になってくると思い

ます。住民参加をやっていて、意見が一部だけという

思いがありました。その辺りはどのように考えていら

っしゃいますか？ 
 
（高井）：非常に難しい質問で、よくNPOが地域を代

表しているのか、住民を代表しているのかという質問

と同じだと思います。よく行政との協働というときに、

色々な人がいて、皆さん思いが違います。10人の中に、

1人の中にいくつもの思いを持っていますが、1、2、3、
4、5 としたときに、1 と 2 は環境問題に興味がある、

4、5は高齢者のことに興味を持っている、3は子育て

に興味を持っている。それら3つの思いがあると、例

えば子育てのことやろうと手を上げた人がいて、その

人のところに集まってくる人達がいて、そこで子育て

支援の NPO が立ち上がります。それがそれぞれの

NPOです。だから1つのNPOがすべてのものを代表

しているとはいいませんが、それぞれの分野の市民の

思いの受け皿になる。 
また、中間支援団体というのがあります。これはそ

れぞれの意思を持った NPO がより活動を活性化して

いくために支援をしていく役割を担っています。通常

NPOとの協働をやる前に、中間支援NPOが行政との

橋渡しをしながら、必要な分野の専門性を持っている

人達をコーディネートしてその中で上手に意見をくみ

上げていくという仕組みがとられています。そういう

やり方が一番いいと思います。 
私自身も NPO をやっていて、本当にこんなことを

言っていいのかと思いますし、お前が本当に国民の代

表かといわれると、それはどうかと思います。非常に

難しいところですが、NPO そのものの専門性とすれ

ば、皆さんの思いの受け皿であるということは事実だ

と思います。そして NPO というのは市民の思いを集

めてコーディネートしながら、それを市民力に変えて

いく力もあります。そこがNPO の機能として非常に

重要で、ミッション型のコミュニティといわれている

所以です。地域コミュニティというのは、地縁型のコ

ミュニティで、これはある一定の範囲内に住んでいる

方、ということになる。そうすると、いろんな問題意

識を持っています。今地域課題を考えても、ある程度

重要なインフラの整備は終わっているので、地域の問

題は多種多様に分かれています。そして地域の課題を

解決する力が地域コミュニティの中でも衰えています。

地域コミュニティとミッション型コミュニティの

NPO が協働しながら、そして行政と協働して、三つ

巴になって課題を解決するのが一番いいのではないか

と思います。 
 
（会場／伊藤）：いろんな意見があると思いますが、ど

れが正解とかはないと思います。高井さんの考え方に

は賛成です。住民の方がどんな風に考えているのかと

いうのを探っていくことが重要だと思います。我々も

機会をいろんな場面で作って、住民の人の意見を聞き

やすい、参加しやすい場を作っていくということが大

事だと思っています。 
 
（高井）：コミュニケーションをとる機会を多く作ると

いうのは非常にいいことだと思います。従来のモニタ

ー制度というのは信頼に近いところがあると思います。

そういう意味では、私達が政策を考えるときに、アン
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ケートやヒアリング、住民の意見をいろんな形で集め

てきて、それらを行政と議論するということをやって

います。中間支援 NPO というのはそういうことが可

能だということです。なぜかというと中間支援 NPO
の下にはいろんな専門性をもった NPO とかネットワ

ークがあって、そこからいろいろ特化した集団を有効

に活用しながらうまく意見を取り入れられる。最終的

に地域のことになると、やはり自治会長さんのところ

に行って、これを回覧でまわしてくださいということ

をやらざるを得ません。それを行政がやるのか NPO
が代わりにやるのか、あるいは一緒にやるのか。一緒

にやるのが一番いいのかもしれません。 
 
（元田）：若干意見が食い違ったと思いますが、今の伊

藤課長の質問は、事業を実施するときには住民の意見

を聞くというスタンスで、高井さんは、住民が何かす

るときのスタンス、行政と協働して何かをするときの

参加の仕方ということで、ちょっと議論がずれている

気がします。事業を実施する時に誰の意見を聞けばい

いかということはすごく大きな問題です。PIができて

から、これが一番大きな問題だと思います。人とのコ

ミュニケーションということで、青木先生何かコメン

トはありますか？ 
 
（青木）：なぜ住民参加をやっても、特定の方しか参加

しないのか。そもそも関心が低いということがありま

すが、このことを心理学的に調べました。おそらく皆

さん参加することのメリットよりもデメリットのほう

が大きいから、それなら他のことに時間を使いたい、

そう思って参加しないのではと思っていました。そし

て分析をやってみると、確かに若い方はそういう傾向

が見られましたが、年齢があがるほど、参加しない方

の多くは、自分の意見を言ってもおそらくそれは反映

してもらえない、行っても何もならないから、行かな

いという決断になっていました。私はもっと利己的な

人間像を想定していましたが、皆さん結構「尊重して

もらえる」ということを重要視しているということが

わかりました。参加しない、特定の人が参加している

という理由はいろいろあると思いますが、その一つと

して意見を反映してもらえないという偏見、イメージ

を持っているということです。 
 
（元田）：伊藤さん、防災で住民の方を集めて勉強会を

やりましたが、住民でどういう人を選んだらいいかと

か、どうやったら参加してもらえるかという工夫は何

かありましたか？ 
（伊藤）：懇談会は7回やりました。メンバーは17名

で、やはり町内会長さんや消防団の団長さんがほとん

どでした。先ほどの「住民の一部の意見ではないか」

ということについては、我々も危惧したので、懇談会

ごとにその結果をニュースレターという形で用意して、

それを委員の方達から、地域に配ってもらいました。

我々がやっていることを地域の方々にお知らせしなが

らやった方がいいだろうということで、そういう工夫

をしました。 
我々が住民の意見を聞くといっても、無作為に抽出

する、公募するという方法もあるでしょうが、それは

中々難しいと思います。そこで実際どうしているかと

いうと、市や町に、どなたか推薦してくださいとお願

いします。そうするとどうしても行政区長さんや町内

会長さんが多くなってしまいます。地域の長ですから、

地域の意見をある程度反映できるのではないかと考え

ています。しかし、やっていることをそこだけでクロ

ーズしたのでは、全体の意見ということにはならない

ので、地域の方々にお知らせしながらやるということ

がキーポイントだと思います。 
 
（元田）：地域への広報が大事であるということでした。 
 
（会場／松岡）：住民参加で参加しない人の意見をどう

するかというのは、難しい問題です。青木先生は、ダ

ムの話をされましたが、この調査でダムの地権者 79
戸のうち 38 戸、約半分の回答があったわけですが、

これはその前の段階の一般の公共事業に対する意識調

査については非常に厳しい結果が出ていて、回収率は

半数ぐらいですが、それなりの結果が出ている。しか

し、回答していない52％の人はどういう意思を持って

いるのか、意思を表明しない側の意思をどういう風に

捉えるのか。今後、公共事業を進めていく上で、サイ

レントマジョリティの方が多いと思います。そういう

人にうまく声を出してもらえる工夫について何か研究



 40

や知見があれば教えてください。 
 
（青木）：私も正直申し上げまして、回答しない方に

どうやって回答してもらうかというと、非常に難しく

て。おそらく色々な取り組みをすると回収率というの

は若干上がるとは思いますが、だからといって中々

100％にはならない。ただ、実際に調査をやっていて

感じるのは、非常に極端な意見を持っている方という

のは必ず回答してくれています。これは賛成側でも反

対側でも。どうでもいいやという方は回収率が低い気

がします。そうすると、サイレントマジョリティとい

う方は、その問題に対してそんなに強い関心、態度を

持っていない方々で、得られているデータの中で判断

してもそんなに大きな問題は無いという気がします。

得られたデータだけで何かを決めると、「私は意見を言

えなかった」と後で言ってくることもあると思います

が、市民も自分達が意見を言う権利を行使するのであ

れば、それに見合ったコストを払うべきだと思います。

例えば、町内広報に必ず目を通すとか、多少情報収集

のコストを払うとか。そういうことをしないで、単に

権利だけを声高に叫ぶのはどうなのかという気がしま

す。サイレントマジョリティの声を取れる方法がある

かといわれると、残念ながら私は今わかりませんが、

それはかなり絶望的な状況かというと、そんなに悲観

する状況でもないのではないかと思います。 
 
（会場／塚田）：私は胆沢ダムのときに東北地整にいま

した。ここに劇的によくなったとありますが、単純に

手続きの公平さだけでよくなったのかというと、そう

でもない。少なくとも事業者はこのまま進めていくと

大変なことになるという危機感を持っていて、できる

限りの汗をかいた記憶があります。単純に手続きを公

平にしたというかっこよさではなくて、すごく泥臭い

ことをしたと。 
 
（青木）：おっしゃるとおりです。今回、非常にきれい

ごとだけで書きましたが、実際ヒアリング調査をした

中では、非常に泥臭いことをしたと。住民の方から要

望があれば極力答えるようにして、答えられないこと

に関しては、その旨を何度も何度も説明したと。 
今回、この胆沢ダムで生活相談所が非常に大きな役

割を果たしたと聞いています。これは、そこに来て地

権者の方に悩みを打ち明けてもらうというものです。

打ち明けてもらうまでにもそれ相当の時間がかかった

というわけですが、悩みを打ち明けてもらって、答え

を出さないまでも、例えばお酒を付き合うということ

が非常に信頼形成に役立ったということでした。そう

いうところで、プロセスがよかったという評価になり

ました。 
もう一つ言わなくてはならないのは、最初は感情で

態度を形成していた地権者の方が、誠心誠意尽くして

プロセスをきちんとやったことで冷静になって、いつ

までも山の中で暮らしているよりも、今後老後を迎え

るに当たって、里に下りた方がいい生活ができるとい

う自己利益に注目できたということです。プロセスも

よかったし、自分達にメリットもあるから、移転する

ということになったのだと思います。実際はそういう

泥臭い部分が多分にあったと思います。 
 
（元田）：ありがとうございました。このアンケート調

査なんかで回収率を上げるというのは私も非常に困っ

ています。こういう問題はとても苦労しますよね。 
 
（会場／坂本）：伊藤さんの津波防災計画の発表があり

ましたが、津波の避難は原則、徒歩での避難というこ

とですが、今までのニュースを見ると、車が入って避

難する行動を妨げるとかいろんな批評があります。南

三陸は訓練は徒歩でやって、弱者といわれる方はリア

カーに乗って高校生に引っ張ってもらって避難してい

る。しかし実際になった場合は、健常者も車を持って

避難すると思います。健常者と高齢者、障害者の避難

の方法を分けておかないと大混乱すると思います。こ

のワークショップの中でそういう話はあったのかどう

か。お願いします。 
 
（伊藤）：先ほど懇談会は 7 回開催したと言いました

が、最初は津波の怖さを知ることから入っていく必要

があるということで、いきなりサインから入ったので

はなく、津波の知識を得るところから入りました。そ

れで東北大学の今村先生に来ていただいて、実際の津

波の恐ろしさを、発生のメカニズムも含めて、ご講義

いただいたり、県庁の危機対策課からも危機管理の専
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門家を呼んで、避難の際の注意事項などをわかりやす

く説明しました。 
そういった中で、南三陸町の防災訓練では、車を使

わずに、リアカーでお年寄りを乗せて避難するという

訓練もやっているので、そういう意味では大丈夫かと

いう気がします。ただ一番心配なのは、来訪者、観光

客、釣りに来られた方をどうやって車を使わずに高台

まで避難させるかということが課題だと思っています。

これはやはり、避難指示や勧告を出す際に「徒歩でお

逃げください」ということを付け加えて情報を発信す

るという工夫も必要かと考えています。 
 
（元田）：それでは時間も過ぎていますので、終了した

いと思います。住民参加は、私も言いましたように、

時代の流れではないか。とにかくやってみないとわか

らないところがあって、最初からいい答えがあるわけ

ではありません。やはり情報の共有、そして改善とい

うことを、PDCAサイクルというらしいですが、これ

を続けて試みていくことが非常に大事だと思います。

そういう意味で、まだまだ試みはあると思いますが、

ぜひとも発表していただければと思います。 
本日は長時間お付き合いいただきましてありがとう

ございました。最後にご発表いただきましたパネラー

の方、質疑応答に参加いただいた方、雨の中来ていた

だきました皆さんに感謝して、拍手で終わりたいと思

います。 
 


